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１ 生活やサービスの相談窓口 

  

福祉事務所は、心身に障害のある方に対して相談を受け、必要な支援を行っています。福祉

制度を活用し、障害者（児）が抱える様々な問題の解決にあたっています。お気軽にご相談く

ださい。 

→ 窓口 市役所分室西棟１階  障害者福祉課  受付時間 ８：３０～１７：１５ 

（年末年始・土日祝日を除く）TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 市から委託を受けた次の３事業所において、身体障害、知的障害、精神障害、難病等の方や

ご家族からの相談を受けています。 

● 総合福祉エリア相談支援事業所 

東松山市松山２１８３     TEL ２１－５５７０ FAX ２５－３３０５ 

● 西部・比企地域支援センター 

東松山市松葉町２－１７－４３ TEL ８１－５３１０ FAX ８１－５３１５ 

● 比企生活支援センター 

東松山市若松町１－１４－６  TEL ８１－７１４５ FAX ８１－７１４６ 

 

  

障害のある方に対し、最もふさわしいサービスを専門的な立場から総合的に相談・判定を行

うところです。障害程度や自立支援医療（更生医療）給付などについて、医学的、心理学的及

び機能的判定を行うとともに、補装具の処方及び適合判定を行っています。 

 相談・判定を希望される方は、あらかじめ障害者福祉課へご連絡ください。 

〈所在地〉 埼玉県総合リハビリテーションセンター    上尾市西貝塚１４８－１ 

TEL ０４８－７８１－２２２２  FAX ０４８－７８１－１５５２ 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

１８歳未満の児童の養育・発達に関する相談に応じます。また、児童の心理判定、児童福祉

施設への入所などそれぞれの相談に必要な指導援助を行っています。 

 相談・判定を希望される方は、あらかじめ障害者福祉課へご連絡ください。 

〈所在地〉 川越児童相談所   川越市宮元町３３－１   

TEL ０４９－２２３－４１５２  FAX ０４９－２２４－５０５６ 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 福祉事務所 

○ 川越児童相談所 

○ 埼玉県総合リハビリテーションセンター 

○ 委託相談支援事業所 



 2

 

障害者及びその家族、その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談を以下の窓

口で受け付けています。 

なお、市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定めており、障害を

理由とする差別の解消を推進しています。 

→ 窓口  

受付時間 下記いずれも、平日８：３０～１７：１５ 

（１）障害者福祉課 障害を理由とする差別全般 

    TEL ６３－５０３２  FAX ２４－６０６６ 

    E-mail HMY０３４@city.higashimatsuyama.lg.jp 

（2）人事課 市職員による障害を理由とする差別に関すること 

    TEL ２１－１４１７  FAX ２４－６１２３ 

    E-mail HMY００６@city.higashimatsuyama.lg.jp 

（3）学校教育課 市立小・中学校職員による障害を理由とする差別に関すること 

    TEL ２１－１４２９  FAX ２３－７２５５ 

    E-mail HMY0５３@city.higashimatsuyama.lg.jp 

 

 

平成２４年１０月１日に障害者虐待防止法が施行されたことに伴い、障害者福祉課内に東松

山市障害者虐待防止センターを開設しています。 障害者虐待防止法は、障害者を虐待しない、

させないための法律です。障害者の家族を支援し、虐待を予防するための取組も定めています。 

東松山市障害者虐待防止センターでは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等

による障害者虐待、使用者による障害者虐待の通報・届出の受理等の業務を行います。 

→ 窓口  

（１）東松山市障害者虐待防止センター（障害者福祉課内） 

受付時間 平日８：３０～１７：１５ 

TEL ０４９３－６３－５０３２  FAX ０４９３－２４－６０６６ 

 （２）埼玉県虐待通報ダイヤル 

 受付時間 ２４時間対応  TEL ＃７１７１ 

  相談や通報・届出をした人の情報は守られます。 

  土日祝、夜間等や現に暴行があるなどの緊急時には警察署(１１０番)へ重篤な傷病があ

る場合は消防署（１１９番）へ通報してください。 

 

○ 障害を理由とする差別に関する相談窓口 

○ 障害者虐待の窓口 
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２ 障害者手帳の取得 

  

 

 

 

 

身体に障害のある方が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、県知

事から交付されるもので、さまざまな福祉サービスを利用する際に活用できます。 

〈障害の範囲及び等級〉 

身体障害者手帳交付の対象となる障害は視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃ

く機能、肢体（上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能）、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、

ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスよる免疫機能、肝臓機能に永続する

障害で、その程度により１級から６級までに区分されます。 

詳しくは、巻末の「身体障害者障害程度等級表（参考資料６）」をご覧ください。 

〈手帳の申請手続（新規・再認定含む）〉 

① 所定の診断書の用紙を障害者福祉課でお受け取りください。障害の種別によって診断書

の用紙が異なりますので、窓口で障害の状態についてお伝えください。 

② 診断書を作成できる医師は身体障害者福祉法で定められていますので、主治医にご相談

いただき、指定医に作成を依頼してください。 

③ 診断書が作成されましたら、下記＜申請の手続に必要なもの＞をご持参の上、障害者福

祉課で申請手続をしてください。 

④ 申請後、市から県へ認定依頼をします。 

※ 手帳交付には、申請から概ね２か月かかります。 

 

 

 

 

 

〈手帳の交付〉 

県から市へ手帳が送付され次第、交付日を通知します。通知に記載された持ち物をご持

参の上、障害者福祉課へお越しください。なお、本人が来られない場合は、ご家族がお越

しください（その際はお越しになるご家族の身分証明もお持ちください）。 

 障害者手帳は障害の種類によって、３種類（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健

福祉手帳）に分かれています。この冊子に記載されているさまざまな制度に申し込む時をは

じめ、いろいろな場面で役立ちます。 

＜申請の手続に必要なもの＞ 

① 診断書（所定の様式に指定医が記入したもの） 

② マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

○ 身体障害者手帳 
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〈交付後の手続〉 

事   項 

手続に必要なもの 

手帳 
写真 
(※1) 

診断書 
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ 
確認書類 

本人確認 
書類(※2) 

障害程度の変更又は 
新たに障害が生じた場合 

○ ○ ○ ○ ▲ 

再認定を受ける時 ○ ○ ○ ○ ▲ 

手帳をなくした時  ○  ○ ▲ 

破損した時 ○ ○  ○ ▲ 

氏名又は住所が変わった時 ○   ○ ▲ 

障害がなくなった時 ○   ○ ▲ 

障害者本人が死亡した時 ○     

※1 写真は縦４ｃｍ×横３ｃｍのサイズでご用意ください。 

※2 ▲はマイナンバーカードをお持ちでない場合、ご用意ください。 

<東松山市内の指定医〉 

担当科目 医療機関名 電話 住所 指定医師名 

視覚 

いうち眼科 59-9295 箭弓町 3-5-14 井 内  足 輔 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 稲 田  紀 子 

みやざき眼科 22-4045 東平 932-3 宮 﨑  智 成 

聴覚 

 

榎本耳鼻咽喉科医院 22-3478 材木町 2-29 
榎 本  仁 司 

榎 本  知 恵 

高坂耳鼻咽喉科医院 35-5410 西本宿 1986 
馬 塲  完 仁 

馬 塲  有 加 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 西 山  秀 徳 

深谷耳鼻咽喉科 

クリニック 
24-3387 石橋 1816-9 深 谷  和 正 

平衡 

榎本耳鼻咽喉科医院 22-3478 材木町 2-29 
榎 本  仁 司 

榎 本  知 恵 

高坂耳鼻咽喉科医院 35-5410 西本宿 1986 
馬 塲  完 仁 

馬 塲  有 加 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 西 山  秀 徳 

深谷耳鼻咽喉科 

クリニック 
24-3387 石橋 1816-9 深 谷  和 正 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 
加 藤  健 吾 

橋 出  秀 清 
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担当科目 医療機関名 電話 住所 指定医師名 

そしゃく 

榎本耳鼻咽喉科医院 22-3478 材木町 2-29 
榎 本  仁 司 

榎 本  知 恵 

高坂耳鼻咽喉科医院 35-5410 西本宿 1986 
馬 塲  完 仁 

馬 塲  有 加 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 西 山  秀 徳 

深谷耳鼻咽喉科 

クリニック 
24-3387 石橋 1816-9 深 谷  和 正 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 

加 藤  健 吾 

橋 出  秀 清 

山 岸  宏 江 

 

 

 

 

音声・言語 

    

 

 

 

榎本耳鼻咽喉科医院 22-3478 材木町 2-29 
榎 本  仁 司 

榎 本  知 恵 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 加 藤  修 一 

高坂耳鼻咽喉科医院 35-5410 西本宿 1986 
馬 塲  完 仁 

馬 塲  有 加 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 西 山  秀 徳 

深谷耳鼻咽喉科 

クリニック 
24-3387 石橋 1816-9 深 谷  和 正 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 

加 藤  健 吾 

橋 出  秀 清 

山 岸  宏 江 

 

 

 

 

    

    

肢体 

 

 

 

 

 

 

河野整形外科内科 

クリニック 
22-8331 沢口町 8-6 河 野  喜 男 

河野医院 22-3056 松本町 1-5-20 河 野  貴 文 

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 

高 野  泰 秀 

山 里  將 瑞 

古 橋  照 之 

かきぬま整形外科 21-5222 松葉町 4-8-3 柿 沼  忍 

ハロークリニック 36-1086 大谷 1064 小 出  博 義 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 
加 藤  修 一 

中 村  小 百 合 

 

埼玉成恵会病院 

 

 

 

23-1221 

 

 

 

石橋 1721 

 

 

長 谷 川  岳 弘 

熊 井 戸  邦 佳 

小 澤  正 宏 

大 谷  卓 也 
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担当科目 医療機関名 電話 住所 指定医師名 

 

 

 

 

 

 

 

 

肢体 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 三 村  俊 英 

大谷整形外科病院 24-5333 下野本 517 

大 谷  正 

大 谷  洋 

大 谷  崇 裕 

佐 藤  春 輔 

むさし松山脳神経 

外科クリニック 
22-0071 本町 1-7-22 中 山  利 行 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 

杉 山 聡 

清 水  学 

白 田  寛 治 

吉 田  典 史 

田 島  孝 士 

野 村  恭 一 

よしおか整形外科 25-5123 松山 2612-1 吉 岡  茂 

東松山在宅診療所 81-6375 神明町 2-16-15 中 尾  晃 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 

加 藤  健 吾 

橋 出  秀 清 

山 岸  宏 江 

 

 

 

ぼうこう 

・直腸 

 

 

 

新井クリニック 35-5550 西本宿 1859-1 新 井  稔 明 

はせがわ泌尿器科 

皮フ科クリニック 
53-4355 日吉町 12－33 長 谷 川  了 

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 天 野  邦 彦 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 
岡 田  典 倫 

平 野  大 作 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 鋤 柄  稔 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 清 水  広 久 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 小 野 里  航 

 

 

呼吸器 

 

 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 朱  宰 弘 

たなか内科・眼科 

クリニック 
23-1151 松葉町 4-8-3 田 中  弘 二 

河野医院 22-3056 松本町 1-5-20 河 野  貴 文 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 中 野  康 弘 

東松山在宅診療所 81-6375 神明町 2-16-15 齊 藤  航 平 
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担当科目 医療機関名 電話 住所 指定医師名 

呼吸器 武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 河 村  俊 明 

    

 

心臓 

 

    

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 

荻 野  達 夫 

松 本   万 夫 

松 本  貢 一 

磯 貝  京 子 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 今 井 嘉 門 

東松山宏仁 

クリニック 
22-6111 材木町 12-5 石 井  栄 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 松 村  誠 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 高 野  仁 司 

じん臓 

東松山宏仁 

クリニック 
22-6111 材木町 12-5 石 井  栄 

宏仁会高坂醫院 35-1331 西本宿 1759-1 山 田  裕 一 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 森 野  正 明 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 

菅 野  龍 彦 

末 吉  慶 多 

田 中  裕 也 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 鋤 柄  稔 

免疫 東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 須 賀 原  裕 一 

肝臓 

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 
高 野  泰 秀 

荻 野  達 夫 

新井クリニック 35-5550 西本宿 1859-1 新 井  稔 明 

埼玉成恵会病院 23-1221 石橋 1721 

井 利  雅 信 

清 水  広 久 

シャローム病院 25-2979 松山 1496 鋤 柄  稔 

東松山市立市民病院 24-6111 松山 2392 須 賀 原  裕 一 

武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 
戸 嶋  研 一 

大 山  弘 晃 

小腸 
武蔵嵐山病院 81-7700 上唐子 1312-1 小 野 里  航 

東松山医師会病院 22-2822 神明町 1-15-10 天 野  邦 彦 
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〈等級について〉 

身体全体の状態を、障害の重さによって６段階の等級で区分されます。等級は、利用できる

サービスの種類や内容の主な基準となります。 

 

 

 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

〈重複障害について〉 

障害者手帳を交付後であっても、障害が１つでない場合は、診断書を用意することで２つ以

上の障害を申請することができます。複数部位に障害が認められると、等級が上がる場合が

あります。該当する方は、障害者福祉課へご相談いただき、所定の診断書をお受け取りくだ

さい。 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

重

度 

軽

度 
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知的障害のある方に対し、各種サービスや相談を受けやすくするために県知事が交付する手

帳です。埼玉県では、障害の程度を○Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃのアルファベットで表示しています。 

詳しくは、巻末の「知的障害者の等級（参考資料２）」をご覧ください。 

〈手帳の申請手続〉 

① 下記＜申請の手続に必要なもの＞をご持参の上、障害者福祉課で申請手続をしてくださ

い。提出された申請書は、本人が１８歳未満の場合は児童相談所へ、１８歳以上の場合

は埼玉県総合リハビリテーションセンターへ送付し、障害程度の判定を依頼します。 

② 判定は、面接によって行います。面接の日時については、手帳の申請後、それぞれの相

談所から直接又は障害者福祉課を経由してご家庭に連絡があります。 

※ 手帳の交付は判定から概ね２か月かかります。 

 

 

 

 

 

〈手帳の交付〉 

県から市へ手帳が送付され次第、交付できる日を通知します。通知に記載された持ち物

をご持参の上、障害者福祉課へお越しください。 

なお、１８歳未満で取得した手帳には有効期限があり、原則として３～５年ごとに再判

定を行います。 

〈交付後の手続〉 

事    項 

手続に必要なもの 

手帳 
写真 
(※1) 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ 
確認書類 

本人確認 
書類(※2) 

障害程度の変更が生じた場合 ○ ○ ○ ▲ 

再判定を受ける時 ○ ○ ○ ▲ 

手帳をなくした時  ○ ○ ▲ 

破損した時 ○ ○ ○ ▲ 

氏名又は住所が変わった時 ○  ○ ▲ 

手帳を必要としなくなった時 ○  ○ ▲ 

障害者本人が死亡した時 ○    

※1 写真は縦４ｃｍ×横３ｃｍのサイズでご用意ください。 

※2 ▲はマイナンバーカードをお持ちでない場合、ご用意ください。 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６

＜申請の手続に必要なもの＞  ※印は１８歳以上の場合のみ 

① 母子健康手帳（※）  ② 小・中学校の通知表（※） 

③ マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

○ 療育手帳 



 10

 

精神に障害のある方が、一定の精神障害の状態にあることを認められた場合に、県知事から

交付されるもので、各種サービスを受け、自立や社会参加の促進を図ることを目的とした手帳

です。障害の程度によって１級から３級までに区分されます。 

詳しくは、巻末の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級（参考資料３）」をご覧ください。 

〈手帳の申請手続〉 

① 所定の診断書の用紙を障害者福祉課窓口でお受け取りください。 

② 医師に診断書の作成を依頼してください（ただし、精神障害を支給事由とする年金証書

等での申請の場合は不要）。 

③ 下記＜申請の手続に必要なもの＞をご持参の上、障害者福祉課で申請手続きをしてくだ

さい。自立支援医療（精神通院医療）を同時に申請することも可能です。 

④ 市から県へ認定依頼をします。 

※ 手帳の交付は申請から概ね２か月かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈手帳の交付〉 

県から市へ手帳が送付され次第、交付日を通知します。通知に記載された持ち物をご持

参の上、障害者福祉課へお越しください。なお、本人が来られない場合は、ご家族がお

越しください（その際はお越しになるご家族の身分証明もお持ちください）。 

郵送による手帳交付も承りますので、ご希望の方はご相談ください。 

 

※ 手帳の有効期間は２年間です。有効期間の延長を希望される方は、２年ごとに手帳の更 

新手続きが必要で、有効期限の３か月前から申請手続きを行うことができます。 

 

＜申請の手続に必要なもの＞ 

① 診断書（所定の様式） 又は  

精神障害を支給事由とする年金証書・直近の年金振込通知書の写し 

② マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

※ 自立支援医療（精神通院医療）を同時に申請する場合については P５３参照。 

 

○ 精神障害者保健福祉手帳 
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〈交付後の手続〉 

事    項 

手続に必要なもの 

手帳 
写真 
(※1) 

診断書又は 
年金証書・ 

振込通知書の写し 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ 
確認書類 

本人確認 
書類(※2) 

障害程度の変更が生じた場合 ○ ○ ○ ○ ▲ 

更新もしくは再申請をする時 ○ ○ ○ ○ ▲ 

手帳をなくした時  ○  ○ ▲ 

破損した時 ○ ○  ○ ▲ 

氏名又は住所が変わった時 ○ 
 

 ○ ▲ 

手帳を必要としなくなった時 ○ 
 

 ○ ▲ 

障害者本人が死亡した時 ○ 
 

   

マイナンバーが変わった時  
 

 ○ ▲ 

※1 写真は縦４ｃｍ×横３ｃｍのサイズでご用意ください。 

※2 ▲はマイナンバーカードをお持ちでない場合、ご用意ください。 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 
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３ 日常生活の支援 

 

 

身体障害者（児）、難病患者等の失われた部位や障害のある部分を補って日常生活を容易に

するために次の補装具の購入、借受け、修理を行った場合に補装具費を支給しています。 

利用者負担は１割負担です。世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されています。ただし、

障害者本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合

には支給の対象外となります。 

※ 購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。 

対 象 種 目 

視覚障害者(児)難病患者 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 

聴覚障害者(児)難病患者 補聴器 

肢体不自由者（児） 

難病患者 

義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助

つえ（松葉づえ、多点杖、ﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄﾞｸﾗｯﾁ、ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾗｯﾁ）、 

姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達

装置 

※ 児童のみ対象 

排便補助具、起立保持具 

                             内は借受けが可能な種目です。 

〈申請から支給までの流れ〉 

（１８歳以上の場合） 

① 障害者福祉課へ相談・申請してください。 

② 障害者福祉課より、埼玉県総合リハビリテーションセンターへ判定依頼をします。 

※補装具種目により、指定医師の意見書等で支給決定を行う場合があります。 

③ 県から市へ判定結果が送付され次第、市から申請者と補装具業者に支給決定通知を送付

し、業者には給付券を併せて送付します。 

④ 業者が本人に補装具を納入し、受け取ったら給付券に署名又は記名押印してください。

自己負担（１割）及び超過額のある方は業者へお支払いください。 

⑤ 市から申請者に納品状況の確認を行います。 

⑥ 業者が市へ代金を請求し、市は業者へ支払いをします。 

（児童の場合） 

指定医等が作成した補装具費支給意見書により、市町村が支給決定します。 

※ 申請書は、東松山市ホームページからダウンロードすることもできます。 

 

 

 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

＜申請の手続に必要なもの＞ 

①  障害者手帳、指定難病医療受給者証等のいずれか    ②補装具の見積書 

③ マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

○ 補装具費（交付・借受け・修理）の支給 
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下記の対象者に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は

貸与を行います。対象者と同程度の障害があることが医師の意見書等から認められる場合も含

みます。 

利用者負担は１割負担です。世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されています。ただし、

障害者本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合

には給付・貸与の対象外となります。 

原則、在宅の方が対象です。ただし、頭部保護帽、携帯用会話補助装置、点字器、視覚障害

者用拡大読書器、人工喉頭及びストマ用装具については、在宅でない障害者等であっても給

付・貸与を受けることができます(下記一覧表対象者内☆)。 

※ 購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。 

〈申請から給付・貸与までの流れ〉 

① 障害者福祉課へ相談してください。対象になるかどうかお調べします。 

② 見積書などを取り寄せて、障害者福祉課へ申請してください。その後、市から申請者と

業者に給付決定通知を送付し、業者には給付券を併せて送付します。 

③ 業者が本人に品物を納入し、受け取ったら給付券に署名又は記名押印してください。自

己負担 （１割）及び超過額のある方は業者へお支払いください。 

④ 業者が市へ代金を請求し、市は業者へ支払いをします。 

※ 申請書は、東松山市ホームページからダウンロードすることもできます。 

 

 

 

 

 

●視覚障害者向け用具         

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生時の感知及び避難が著し

く困難な身体障害児・者（障害者の

みの世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

電磁調理器 
視覚障害者が容易に使用し得るも

の 

視覚障害 2 級以上の身体障害者（視

覚障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯） 

41,000 円 ６年 

○ 日常生活用具の給付・貸与 

＜申請の手続に必要なもの＞ 

① 障害者手帳、指定難病医療受給者証等のいずれか    ② 日常生活用具の見積書  

③ マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

地デジ対応 

ラジオ 

地上波デジタル放送の受信が可能

なもの 

視覚障害児・者であって原則として

学齢児以上のもの 
28,500 円 5 年 

視覚障害者用

時計 

視覚障害者が容易に使用し得るも

の 

視覚障害 2 級以上の身体障害者（音

声時計は、原則として手指の触覚に

障害がある等のため触読式時計の

使用が困難なもの） 

触読式 

10,300 円 

音声式 

13,300 円 

10 年 

視覚障害者用

体重計 

視覚障害者が容易に使用し得るも

の 

視覚障害 2 級以上の身体障害者（視

覚障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯） 

18,000 円 ５年 

視覚障害者用

体温計 

（音声式） 

視覚障害児・者が容易に使用し得る

もの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として学齢児以上のもの

（視覚障害者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯） 

9,000 円 ５年 

歩行時間 

延長信号機用 

小型送信機 

視覚障害児・者が容易に使用し得る

もの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として学齢児以上のもの 
7,000 円 10 年 

視覚障害児・者

用誘導装置 

音声による目的物（位置）等の確認

が可能となるもの 

視覚障害児・者のうち、音声による

誘導を必要とするもの 
56,000 円 ６年 

視覚障害者用 

拡大読書器 

画像入力装置を読みたいもの（印刷

物等）の上に置くことで、簡単に拡

大された画像（文字等）をモニター

に映し出せるもの 

視覚障害児・者であって、本装置に

より文字等を読むことが可能にな

るもので、原則として学齢児以上の

もの      ☆ 

198,000 円 ８年 

点字図書 点字により作成された図書 
主に情報の入手を点字によってい

る視覚障害児・者 
点字図書価格 － 

点字タイプ 

ライター 

視覚障害児・者が容易に使用し得る

もの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として就学若しくは就労

しているか又は就労が見込まれる

もの 

63,100 円 ５年 

点字 

ディスプレイ 

文字等のコンピューターの画面情

報を点字等により示すことのでき

るもの 

視覚障害の程度が 2 級以上の者で

あって、必要と認められるもの。た

だし、点字を使用できる者に限る 

383,500 円 ６年 

点字器 

標準型 

Ａ：32 マス 18 行、 

両面書真鍮板製 

Ｂ：32 マス 18 行、 

   両面書プラスチック製 
視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で原則として学齢児以上のもの          

☆ 

標準型Ａ 

10,712 円 

標準型Ｂ 

6,798 円 

７年 

携帯用 

Ａ：32 マス 4 行、 

   片面書アルミニウム製 

Ｂ：32 マス 12 行 

   片面書プラスチック製 

携帯用Ａ 

7,416 円 

携帯用Ｂ 

1,699 円 

５年 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

視覚障害者用 

ポータブル 

レコーダー 

音声等により操作ボタンが知覚又

は認識でき、かつ、DAISY 方式に

よる録音及び該当方式により記録

された図書の再生が可能な製品で

あって、視覚障害児・者が安易に使

用し得るもの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として学齢児以上のもの 

録音再生機 

85,000 円 

再生専用機 

35,000 円 

６年 

視覚障害者用 

活字文書 

読上げ装置 

文字情報と同一紙面上に記載され

た文字情報を暗号化した情報を読

み取り、音声信号に変換して出力す

る機能を有するもので、視覚障害

児・者が容易に使用し得るもの 

視覚障害 2 級以上の身体障害児・

者であって、原則として学齢児以上

のもの 

99,800 円 ６年 

情報・通信支援 

用具 

視覚障害者用ワープロアプリケー

ションソフト、画面拡大ソフト、画

面音声化ソフトなど情報機器（パー

ソナルコンピュータ）を使用する際

に必要な周辺機器又はソフトウェ

ア 

視覚の障害が 2 級以上の身体障害

児・者で情報機器（パーソナルコン

ピュータ）の使用により社会参加が

見込まれるもので、原則として学齢

児以上のもの 

100,000 円 ６年 

視覚障害者用

ワードプロセ

ッサー 

（共同利用） 

編集、校正機能を持ち、日本点字表

記法に基づき、入力した文章を自動

的に点字変換が可能で点字プリン

ターとの連動により点字文書の作

成及び音声化ができるもの 

視覚障害児・者であって、原則とし

て学齢児以上 
－ － 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

外出困難な身体障害者（原則として

2 級以上）であって、意思疎通、緊

急連絡等の手段として必要性があ

ると認められる者及びファックス

被貸与者（障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

－ － 

●聴覚障害者向け用具         

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

聴覚障害者用 

屋内信号装置 

音・音声等を視覚・触覚等により知

覚できるもの 

聴覚障害 2 級以上の身体障害者（聴

覚障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯で日常生活上必要と認め

られる世帯） 

87,400 円 10 年 

携帯用 

信号装置 

送信機と受信機を１組とし、 

送信機による合図（呼出し） 

が触覚等により知覚できるもので、

携帯可能なもの 

聴覚障害児・者のうち、視覚又は触

覚によらなければ呼び出し等に応

じることができないもの 

18,000 円 10 年 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

文字放送 

ラジオ 

ＦＭ文字多重放送の受信が可能な

もの 

聴覚障害児・者のうち、文字による

情報を必要とするもの 
23,000 円 ５年 

聴覚障害者用 

通信装置 

一般の電話機に接続することがで

き、音声の代わりに文字等により通

信が可能な機器であり、障害児・者

が容易に使用し得るもの 

聴覚障害児・者であって、意思疎通、

緊急連絡等の手段として必要と認

められるもので、原則として学齢児

以上のもの 

71,000 円 ５年 

聴覚障害者用 

情報受信装置 

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害

児・者用番組並びにテレビ番組に字

幕及び手話通訳の映像を合成した

ものを画面に出力する機能を有し、

かつ、災害時の聴覚障害児・者向け

の緊急信号を受信するもので、聴覚

障害児・者が容易に使用し得るもの 

聴覚障害児・者であって、本装置に

よりテレビの視聴が可能となるも

の 

88,900 円 ６年 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

難聴者であって、意思疎通、緊急連

絡等の手段として必要性があると

認められる者及びファックス被貸

与者（障害者のみの世帯及びこれに

準ずる世帯） 

－ － 

ファックス 

（貸与） 
障害者が容易に使用し得るもの 

聴覚障害 3 級以上の身体障害者で

あって、意思疎通、緊急連絡等の手

段として必要性があると認められ

るもので、電話（難聴者用電話を含

む）による意思疎通等が困難な障害

者のみの世帯及びこれに準ずる世

帯 

－ － 

●音声・言語障害者向け用具       

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用

年数 

人工喉頭 

笛式：呼気によりゴム等の膜を 

振動させ、ビニール等の管を通じ

て音源を口腔内に導き構音化す

るもの 

電動式：顎下部等にあてた電動 

板を駆動させ経皮的に音源を口

腔内に導き構音化するもの 

喉頭摘出により、音声・言語機能を

喪失した障害児・者  ☆ 

笛式 

5,150 円 
４年 

電動式 

72,203 円 
５年 

携帯用 

会話補助装置 

携帯式で、言葉を音声又は文書に変

換する機能を有し、障害児・者が容

易に使用し得るもの 

音声機能若しくは言語機能障害

児・者。原則として学齢児以上のも

の          ☆ 

98,800 円 ５年 

聴覚障害者用 

通信装置 

一般の電話機に接続することがで

き、音声の代わりに文字等により通

信が可能な機器であり、障害児・者

が容易に使用し得るもの 

発声・発語に著しい障害を有する者

であって、意思疎通、緊急連絡等の

手段として必要と認められるもの

で、原則として学齢児以上のもの 

71,000 円 ５年 

ファックス 

（貸与） 
障害者が容易に使用し得るもの 

音声機能若しくは言語機能障害 3

級以上の身体障害者であって、意思

疎通、緊急連絡等の手段として必要

性があると認められるもので、電話

（難聴者用電話を含む）による意思

疎通等が困難な障害者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯 

－ － 
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●平衡機能障害者向け用具       

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用

年数 

Ｔ字状・棒状の 

つえ 
歩行の補助杖となるもの 

平衡機能に障害を有する身体障害

児・者で、原則として 3 歳以上の

もの 

木製  

2,266 円 

軽金属製 

3,090 円 

３年 

移動・移乗支援 

用具 

おおむね次のような性能を有する

手すり、スロープ等であること。た

だし、設置に当たり住宅改修を伴う

ものを除く 

ア 障害児・者の身体機能の状 

態を十分踏まえたものであって、

必要な強度と安定性を有するも

の 

イ 転倒予防、立ち上がり動作 

の補助、移乗動作の補助、段差解

消等の用具とする 

平衡機能に障害を有し、家庭内の移

動等において介助を必要とする身

体障害児・者で、原則として 3 歳

以上のもの 

 

 

60,000 円 

 

８年 

 

●上肢機能障害者向け用具       

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

頭部保護帽 
転倒の衝撃から頭部を保護できる

もの 

肢体不自由児・者で、頻繁に転倒す

るもの        ☆ 

A スポンジ、革

が主材料 

12,768 円 

B スポンジ、

革、プラスチッ

クが主材料 

30,870 円 

３年 

特殊便器 

温水温風を出し得るもの。ただし、

取替えに当たり住宅改修を伴うも

のを除く 

上肢障害 2 級以上の身体障害児・

者で、原則として学齢児以上のもの 

便座型 

122,800 円 

便座一体型 

151,200 円 

８年 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

情報・通信 

支援用具 

上肢不自由者のインテリキー、ジョ

イスティックなど情報機器（パーソ

ナルコンピュータ）を使用する際に

必要な周辺機器又はソフトウェア 

上肢の障害が 2 級以上の身体障害

児・者で情報機器（パーソナルコン

ピュータ）の使用により社会参加が

見込まれるもので、原則として学齢

児以上のもの 

100,000 円 ６年 

携帯用 

会話補助装置 

携帯式で、言葉を音声又は文書に変

換する機能を有し、障害児・者が容

易に使用し得るもの 

肢体不自由児・者であって、発声、

発語に著しい障害を有するもので、

原則として学齢児以上のもの ☆ 

98,800 円 ５年 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

外出困難な身体障害者（原則として

2 級以上）であって、意思疎通、緊

急連絡等の手段として必要性があ

ると認められる者及びファックス

被貸与者（障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

－ － 

●下肢・体幹機能障害者向け用具     

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

特殊寝台 

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯

し、原則として使用者の頭部及び脚

部の傾斜角度を個別に調整できる

機能を有するもの 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上の

身体障害者 
154,000 円 ８年 

特殊マット 

褥瘡の防止又は失禁等による汚染

若しくは損耗を防止できる機能を

有するもの 

下肢又は体幹の障害の程度が 2 級

以上の身体障害児で、原則として 3

歳以上のもの。下肢又は体幹機能障

害 1 級（常時介護を要する者に限

る）の身体障害者 

19,600 円 ５年 

特殊尿器 

尿が自動的に吸引されるもので、障

害者又は介助者が容易に使用し得

るもの 

下肢又は体幹機能障害 1 級（常時

介護を要する者）の身体障害児・者

で、原則として学齢児以上のもの 

67,000 円 ５年 

入浴担架 
障害者を担架に乗せたままリフト

装置により入浴させるもの 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上（入

浴に介護を要する者）の身体障害

児・者で、原則として 3 歳以上の

もの 

82,400 円 ５年 

体位変換器 
介助者が障害児・者の体位を変換さ

せるのに容易に使用し得るもの 

下肢又は体幹機能障害 2 級以上（下

着交換等に当たって家族等他人の

介助を要する者）の身体障害児・者

で、原則として学齢児以上のもの 

15,000 円 ５年 

移動用リフト 

介護者が重度身体障害児・者を移動

させるに当たって容易に使用し得

るもの（天井走行型その他住宅改修

を伴うものを除く） 

下肢又は体幹機能障害の身体障害

児・者で、原則として 3 歳以上の

もの 

159,000 円 ４年 

訓練いす 
原則として附属のテーブルをつけ

るものとする 

下肢又は体幹機能の障害の程度が

2 級以上の身体障害児で、原則とし

て 3 歳以上のもの（児のみ） 

33,100 円 ５年 

訓練用ベッド 
腕又は脚の訓練ができる器具を備

えたもの 

下肢又は体幹機能の障害の程度が

2 級以上の身体障害児で、原則とし

て学齢児以上のもの（児のみ） 

159,200 円 ８年 

入浴補助用具 

入浴時の移動・座位の保持、浴

槽への入水等を補助でき、障害

児・者又は介助者が容易に使用

し得るもの 

入浴に介助を必要とする下肢又

は体幹機能の身体障害児・者で、

原則として３歳以上のもの 

90,000 円 ８年 

便器 
障害者が容易に使用し得るもの（手

すりをつけることができる） 

ア 下肢又は体幹の障害の程度 

が 2 級以上の身体障害児で、原

則として学齢児以上のもの（児の

み） 

イ 下肢又は体幹機能障害 2 級 

以上の身体障害者 

手すり有り 

9,850 円 

手すり無し 

4,450 円 

８年 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

頭部保護帽 
転倒の衝撃から頭部を保護できる

もの 

肢体不自由児・者で、頻繁に転倒す

るもの        ☆ 

A スポンジ、革

が主材料 

12,768 円 

B スポンジ、

革、プラスチッ

クが主材料 

30,870 円 

３年 

Ｔ字状・棒状の 

つえ 
歩行の補助杖となるもの 

下肢若しくは体幹機能に障害を有

する身体障害児・者で、原則として

3 歳以上のもの 

木製  

2,266 円 

軽金属製 

3,090 円 

３年 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

移動・移乗支援 

用具 

おおむね次のような性能を有する

手すり、スロープ等であること。た

だし、設置に当たり住宅改修を伴う

ものを除く 

ア 障害児・者の身体機能の状態

を十分踏まえたものであって、必

要な強度と安定性を有するもの 

イ 転倒予防、立ち上がり動作 

の補助、移乗動作の補助、段差解

消等の用具とする 

下肢若しくは体幹機能に障害を有

し、家庭内の移動等において介助を

必要とする身体障害児・者で、原則

として 3 歳以上のもの 

60,000 円 ８年 

紙おむつ 

３歳以上で右記のいずれかに該

当する障害児・者は、ストマ用

装具に代えて紙おむつを給付す

ることができる 

ア 先天性疾患（先天性鎖肛門

を除く）に起因する神経障害

よる高度の排尿機能障害又は

高度の排便機能障害のある者 

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能 

障害により排尿又は排便の意

思表示が困難なもの   ☆ 

12,000 円/月 － 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

外出困難な身体障害者（原則として

2 級以上）であって、意思疎通、緊

急連絡等の手段として必要性があ

ると認められる者及びファックス

被貸与者（障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

－ － 

居宅生活動作

補助用具 

（住宅改修） 

障害児・者の移動等を円滑にする用

具で設置に小規模な住宅改修を伴

うもの 

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以

前の非進行性の脳病変による運動

機能障害（移動機能障害に限る）を

有する者であって、障害等級 3 級

以上のもので、学齢児以上のもの。

ただし、特殊便器への取替えをする

場合は、上肢 2 級以上の者 

200,000 円 
原則 

1 回 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

携帯用 

会話補助装置 

携帯式で、言葉を音声又は文書に変

換する機能を有し、障害児・者が容

易に使用し得るもの 

肢体不自由児・者であって、発声、

発語に著しい障害を有するもので、

原則として学齢児以上のもの ☆ 

98,800 円 ５年 

●内部機能障害者向け用具      

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用

年数 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

身体上の障害の程度が 2 級以上で、

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な身体障害児・者（障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

ネブライザー 
身体障害児・者が容易に使用し得る

もの 

呼吸器機能障害 3 級以上の身体障

害児・者で、吸入加湿処置により呼

吸に伴う負担の軽減を図るため必

要と認められるもの 

36,000 円 5 年 

電気式 

たん吸引器 
障害児・者が容易に使用し得るもの 

呼吸器機能障害 3 級以上の身体障

害児・者 
56,400 円 5 年 

酸素ボンベ運

搬車（カート） 
障害者が容易に使用し得るもの 

医療保険における在宅酸素療法を

行う 18 歳以上の者 
17,000 円 10 年 

透析液加温器 
透析液を加温し、一定温度に保つも

の 

腎臓機能障害 3 級以上で、自己連

続携行式腹膜灌流法(CAPD)によ

る透析療法を行う身体障害児・者

で、原則として 3 歳以上のもの 

51,500 円 5 年 

動脈血中酸素

飽和度測定器

（パルスオキ

シメーター） 

呼吸状態を継続的にモニタリング

することが可能な機能を有し、容易

に使用し得るもの 

人工呼吸器の装着が必要な呼吸器

機能障害の身体障害児・者 
157,500 円 5 年 

ストマ用装具 

（消化器系・ 

尿路系） 

ストマ用装具（消化器系） 

ストマ用装具（尿路系） 

ストマ造設児・者のうち、膀胱又は

直腸機能障害による身体障害者手

帳を所持している児・者 

☆ 

（消化器系） 

8,858 円／月 

（尿路系） 

11,639 円／月

－ 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用し得るもの 

外出困難な身体障害者（原則として

2 級以上）であって、意思疎通、緊

急連絡等の手段として必要性があ

ると認められる者及びファックス

被貸与者（障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

－ － 
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品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用

年数 

紙おむつ 

３歳以上であって、右記のいずれか

に該当する障害児・者は、ストマ用

装具に代えて紙おむつを給付する

ことができる 

ア 治療によって軽快の見込み 

のないストマ周辺の皮膚の著し

いびらん、ストマの変形のためス

トマ用装具を装着することがで

きない者並びに先天性疾患（先天

性鎖肛門を除く）に起因する神経

障害による高度の排尿機能障害

又は高度の排便機能障害のある

者及び先天性鎖肛門に対する肛

門形成術に起因する高度の排便

障害のある者で、紙おむつを必要

とするもの 

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能 

障害により排尿又は排便の意思

表示が困難なもの   ☆ 

12,000 円/月 － 

●知的障害者向け用具         

品 目 性 能 対 象 者 基 準 額 
耐用 

年数 

特殊マット 

褥瘡の防止又は失禁等による汚染

若しくは損耗を防止できる機能を

有するもの 

重度又は最重度の知的障害児・者 19,600 円 5 年 

頭部保護帽 
転倒の衝撃から頭部を保護できる

もの 

知的障害児・者若しくは精神障害

児・者で、てんかんの発作等により

頻繁に転倒するもの ☆ 

A スポンジ、革

が主材料 

12,768 円 

B スポンジ、

革、プラスチッ

クが主材料 

30,870 円 

3 年 

特殊便器 

温水温風を出し得るもの及び知的

障害児・者を介助している者が容易

に使用し得るもの。ただし、取替え

に当たり住宅改修を伴うものを除

く 

訓練を行っても自ら排便後の処理

が困難な重度又は最重度の知的障

害児・者で、原則として学齢児以上

のもの 

便座型 

122,800 円 

便座一体型 

151,200 円 

8 年 

火災警報器 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで知らせ得るもの 

重度又は最重度の知的障害児・者

（障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯） 

15,500 円 ８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

重度又は最重度の知的障害児・者

（障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

電磁調理器 
知的障害児・者が容易に使用し得る

もの 

重度又は最重度の知的障害児・者

で、18 歳以上のもの 
41,000 円 ６年 

●難病・その他状態によるもの       

品 目 性 能 対象者 基 準 額 
耐用 

年数 

特殊寝台 

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯

し、原則として使用者の頭部及び脚

部の傾斜角度を個別に調整できる

機能を有するもの 

寝たきりの状態にある難病患者等 154,000 円 ８年 
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品 目 性 能 対象者 基 準 額 
耐用 

年数 

特殊マット 

褥瘡の防止又は失禁等による汚染

若しくは損耗を防止できる機能を

有するもの 

寝たきりの状態にある難病患者等 19,600 円 5 年 

特殊尿器 

尿が自動的に吸引されるもので、障

害者又は介助者が容易に使用し得

るもの 

自力で排尿できない難病患者等 67,000 円 ５年 

体位変換器 
介助者が障害児・者の体位を変換さ

せるのに容易に使用し得るもの 

寝たきりの状態にある難病患者等

で、原則として学齢児以上のもの 
15,000 円 ５年 

移動用リフト 

介護者が重度身体障害児・者を移動

させるに当たって容易に使用し得

るもの（天井走行型その他住宅改修

を伴うものを除く） 

下肢又は体幹機能に障害のある難

病患者等で、原則として 3 歳以上

のもの 

159,000 円 ４年 

訓練用ベッド 
腕又は脚の訓練ができる器具を備

えたもの 

下肢又は体幹機能に障害のある難

病患者等で、原則として学齢児以上

のもの 

159,200 円 ８年 

入浴補助用具 

入浴時の移動・座位の保持、浴槽へ

の入水等を補助でき、障害児・者又

は介助者が容易に使用し得るもの 

入浴に介助を必要とする難病患者

等で、原則として 3 歳以上のもの 
90,000 円 ８年 

便器 
障害者が容易に使用し得るもの（手

すりをつけることができる） 

常時介助を要する難病患者等で、原

則として学齢児以上のもの 

手すり有り 

9,850 円 

手すり無し 

4,450 円 

８年 

移動・移乗支援 

用具 

おおむね次のような性能を有する

手すり、スロープ等であること。た

だし、設置に当たり住宅改修を伴う

ものを除く 

ア 障害児・者の身体機能の状態

を十分踏まえたものであって、必

要な強度と安定性を有するもの 

イ 転倒予防、立ち上がり動作 

の補助、移乗動作の補助、段差解

消等の用具とする 

下肢が不自由なため家庭内の移動

等において介助を必要とする難病

患者等で、原則として 3 歳以上の

もの 

60,000 円 ８年 

特殊便器 

温水温風を出し得るもの。ただし、

取替えに当たり住宅改修を伴うも

のを除く 

上肢機能に障害のある難病患者等

で、原則として学齢児以上のもの 

便座型 

122,800 円 

便座一体型 

151,200 円 

８年 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火し得るもの 

火災発生の感知及び避難が著しく

困難な難病患者等（難病患者等のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯） 

28,700 円 ８年 

ネブライザー 
身体障害児・者が容易に使用し得る

もの 

呼吸器機能に障害のある難病患者

等 
36,000 円 5 年 

電気式 

たん吸引器 
障害児・者が容易に使用し得るもの 

呼吸器機能に障害のある難病患者

等 
56,400 円 5 年 

酸素ボンベ運

搬車（カート） 
障害者が容易に使用し得るもの 

医療保険における在宅酸素療法を

行う 18 歳以上の者 
17,000 円 10 年 

動脈血中酸素

飽和度測定器

（パルスオキ

シメーター） 

呼吸状態を継続的にモニタリング

することが可能な機能を有し、容易

に使用し得るもの 

人工呼吸器の装着が必要な難病患

者等 
157,500 円 5 年 
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品 目 性 能 対象者 基 準 額 
耐用 

年数 

トイレ 

チェアー 

椅子様の形状をし、座位を保ったま

ま排便が可能なもの 

頸髄損傷により、通常の便座上で座

位を保てない者 
81,000 円 ８年 

車椅子用 

段差昇降機 

地面と屋内床面の高低差が 1ｍ程

度の場合であって、車椅子に乗った

ままの状態で、昇降が可能なもの 

常時車椅子を使用する身体障害

児・者 
260,000 円 15 年 

福祉電話 

（貸与） 
障害者が容易に使用しうるもの 

難聴者であって、意思疎通、緊急連

絡等の手段として必要性があると

認められる者及びファックス被貸

与者（障害者のみの世帯及びこれに

準ずる世帯） 

－ － 

収尿器 

男性用 

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿 

の逆流防止装置をつけるもの 

ラテックス製又はゴム製 

女性用 

普通型 耐久性ゴム製採尿袋 

を有するもの 

簡易型 ポリエチレン製の採 

尿袋導尿ゴム管付 

せき髄損傷、外傷性泌尿器障害、尿

路系腫瘍等の傷病により排尿障害

がある児・者 

男性用 

普通型 

7,931 円 

簡易型 

5,871 円 

女性用 

普通型 

8,755 円 

簡易型 

6,077 円 

1 年 

居宅生活動作

補助用具 

（住宅改修） 

障害児・者の移動等を円滑にする用

具で設置に小規模な住宅改修を伴

うもの 

下肢又は体幹機能に障害のある難

病患者等で、学齢児以上のもの 
200,000 円 

原則 

1 回 

人工呼吸器用

非常用電源 

①外部バッテ

リー、ポータ

ブル電源 

②正弦波イン

バ ー タ ー 発

電機 

③カーインバ

ーター 

     ※ 

使用する人工呼吸器又は外部バッ

テリー等に支障なく電力を供給で

きるもので、障害児・者又は介助者

が容易に使用し得るもの 

ア 人工呼吸器の装着が必要な難

病患者等 

イ 人工呼吸器の装着が必要な呼

吸器機能障害３級以上の身体障

害児・者 

① 

80,000 円 

 

② 

100,000 円 

 

③ 

30,000 円 

① 

５年 

 

② 

10年 

 

③ 

5 年 

※人工呼吸器用非常用電源については、①～③のいずれか１種類のみ給付します。 

 

在宅の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの児童に対し、日常生活を容易にするため日

常生活用具の給付を行います。ただし、所得に応じて一部自己負担があります。 

※ 購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。 

〈種 目〉 便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、 

特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クール 

ベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー、パルスオキシメーター、 

ストマ用装具（消化器系・尿路系）、人工鼻、チューブ型包帯 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付 
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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、言語の習得、教育等

における健全な発達を支援するため、補聴器購入・修理費用の一部を助成します。 

補聴器の種類ごとに設定される基準価格と、補聴器の購入・修理費を比較して、いずれか少

ない方の金額の３分の２の額（1,000 円未満切捨て）を助成します。 

ただし、労働者災害補償保険法やその他の法令の規定に基づく補聴器購入・修理費用の助成

を受けている場合には助成の対象外となります。 

※ 購入後の申請は受け付けられませんので、あらかじめご相談ください。 

〈対象者〉次の全てに該当する 18 歳未満の方 

① 市内に住所を有する方 

② いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが２５デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の 

対象とならない方 

③ 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する方 

 

補聴器の種類 1 台当たりの基準額 耐用年数 

軽度・中等度難聴用ポケット型 53,500 円※１ 原則 5 年 

軽度・中等度難聴用耳かけ型 55,900 円※１ 原則 5 年 

高度難聴用ポケット型 53,500 円※１ 原則 5 年 

高度難聴用耳かけ型 55,900 円※１ 原則 5 年 

重度難聴用ポケット型 68,500 円※１ 原則 5 年 

重度難聴用耳かけ型 80,700 円※１ 原則 5 年 

耳あな型（レディメイド） 101,500 円 原則 5 年 

耳穴型（オーダーメイド） 144,900 円 原則 5 年 

骨導式ポケット型 74,100 円 原則 5 年 

骨導式眼鏡型 

（骨伝導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が

期待できない場合に、補聴効果が認められ装用する

軟骨伝導式補聴器を含む） 

134,500 円※２ 原則 5 年 

ＦＭ型補聴システム（一式）ＦＭ型受信機 97,300 円 原則 5 年 

ＦＭ型補聴システム（一式）ワイヤレスマイク 135,400 円 原則 5 年 

ＦＭ型補聴システム（一式）オーディオシュー 5,250 円 原則 5 年 

※１ イヤーモールドを必要としない場合は、基準額から 9,500 円を除く 

※２ 平面レンズを必要としない場合は、基準額から一枚につき 3,800 円を除く 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 軽度・中等度難聴児の補聴器購入・修理費用の一部助成 
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①  

 障害のある方に限らず、事故・病気等により、日常生活で車椅子を必要とする方に車椅子の

貸し出しを無料で行っています。事前に希望日をご連絡ください。 

→ 窓口 障害者福祉課      TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

東松山市社会福祉協議会 TEL ２３－１２５１  FAX ２３－８８９８ 

 

 食生活の改善と健康増進を図るため、栄養バランスに配慮した食事を自宅に届けるサービス

です。また、配達の際に安否確認を行います。 

〈対象者〉身体的又は精神的な事情により、買い物や調理が困難な次のいずれかに該当する方 

① ６５歳以上のひとり暮らしの方 

② ６５歳以上の高齢者世帯の方 

③ ６５歳以上の高齢者を含む世帯の方（当該世帯中の６５歳未満の方が、身体障害者手帳、

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの場合） 

④ ６０歳以上６５歳未満の方で構成される世帯の方（当該世帯中のすべての方が、③に掲

げる手帳のいずれかをお持ちの場合） 

〈費用負担〉 一食４００円（ごはん付き） ／ 一食３５０円（おかずのみ） 

       ※ 特別食を希望する場合、上記金額に別途追加料金がかかります。 

〈利用回数〉 昼食を週 1 回から毎日（７回） 

→ 窓口 高齢介護課  TEL ２１－１４０６  FAX ２２－７７３１ 

 

見守り、日常生活上の手続援助や金銭管理など、一人で生活していくには不安がある方が安

心した生活を送れるように、生活支援員が定期的に訪問し、援助をします。 

〈対象者〉 

 物忘れなどのある高齢者、知的障害又は精神障害のある方などで、一人で生活していくに

は不安がある方 

〈内 容〉 

① 福祉サービス利用の手続の援助など 

② 日常生活に必要な事務手続の援助など 

③ 公共料金の支払いや生活費のお届けなど、日常生活に必要な金銭の出し入れなどの援助 

④ 預金通帳など大切な書類を、自分で保管することが困難な場合のお預かり 

※ ④は、①～③の利用者のみ 

〈利用料金〉 ※ 契約するまでのご相談や支援計画の作成は、無料です。 

・ 上記①～③は、１回１時間まで 1,200 円（通帳預かりがある時は 1,600 円）、以降    

３０分ごとに 400 円が加算 

・ 上記④については、基本料 2,000 円（１年間） 利用料 500 円（１か月） 

→ 窓口 東松山市社会福祉協議会  TEL ２３－１２５１ FAX ２３－８８９８ 

○ 車椅子の無料貸し出し 

○ 配食サービス 

○ あんしんサポートねっと（福祉サービス利用援助事業） 
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 成年後見制度に関する説明や申立て手続のお手伝い、専門職の紹介等を無料で行っています。 

〈内 容〉 

 ・生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じ、成年後見制度の利用の必要性に 

ついて検討します。 

 ・成年後見制度が必要な方やその家族等に申立ての説明や支援を行います。 

 ・必要な専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）に繋ぐ支援をします。 

→ 窓口 東松山市成年後見センター  東松山市松本町１－７－８ 市民福祉センター内 

TEL ５９－５６７０ FAX ５９－５０６６ 

 

 成年後見制度とは、認知症や障害のために判断能力が不十分な状態にある方が、契約や財産

の管理において不利益を被らないよう保護し、支援する制度です。 

成年後見制度を利用しようとしている方のうち、申立てを行うべき親族がいない方や、現在

利用している方のうち、助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対す

る支援を行います。 

〈対象者〉 

市内に住所を有する方で、重度の認知症、知的障害または精神障害により判断能力が十分

でなく、２親等以内に申立てを行うべき親族がいない方、又は助成を受けなければ成年後見

人等への報酬の支払いが困難な方 

〈内容〉 

① 市長審判の申立て 

市長による審判申立ての手続を行います。 

② 成年後見人等への報酬の助成 

月額 28,000 円（施設入所者や入院期間が１年以上の者は 18,000 円）を上限に、成

年後見人等への報酬を助成します。 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 地域住民のボランティア活動に関する理解と関心を深め、ボランティアの育成や活動先、受

入先の連絡調整、ボランティア保険の加入手続、ボランティア情報の発信などを行っています。 

→ 窓口 東松山市社会福祉協議会  TEL ２３－１２５１ FAX ２３－８８９８ 

 

 

 

○ 成年後見制度に関する相談 

○ 成年後見制度利用支援事業 

○ ボランティアセンター 
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４ 介護保険サービスと障害福祉サービス 

 

６５歳以上の方で「要介護認定」（介護や支援が必要であるという認定）を受けた方、又は

４０歳から６４歳の方で介護保険の対象となる病気（特定疾病 ※） が原因で「要介護認定」

を受けた方については、介護保険サービスが利用できます。 

介護保険サービスを利用できる方は、障害者手帳をお持ちの場合でも、以下のサービスにつ

いては原則として介護保険サービスを優先的に利用していただくことになります。 

 

〈優先的に利用していただく介護保険サービス〉 

  福祉用具の貸与・福祉用具購入費の支給 

  住宅改修費の支給 

  ホームヘルパーの派遣 

  ショートステイ 

  デイサービス 

  訪問入浴サービス   など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 窓口〈障害福祉サービス〉 

 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

    〈介護保険サービス〉 

高齢介護課   TEL ２１－１４６０  FAX ２２－７７３１ 

○ 介護保険サービスと障害福祉サービスとの関係 

※ 特定疾病（４０歳から６４歳の方で介護保険の対象となる病気） 

  ・筋萎縮性側索硬化症        ・脳血管疾患 

  ・後縦靭帯骨化症          ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症 

  ・骨折を伴う骨粗しょう症       及びパーキンソン病 

  ・多系統萎縮症           ・閉塞性動脈硬化症 

  ・初老期における認知症       ・関節リウマチ 

  ・脊髄小脳変性症          ・慢性閉塞性肺疾患 

  ・脊柱管狭窄症           ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を 

  ・早老症               伴う変形性関節症 

  ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症  ・がん（医師が一般に認められている医学的知見 

及び糖尿病性網膜症         に基づき回復の見込みがない状態に至ったと 

判断したものに限る） 
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身体障害、知的障害、精神障害、難病等の方を対象として、下記サービスを提供しています。 

サービスの内容や利用方法、サービス提供事業所については、障害者福祉課又は委託相談支

援事業所（Ｐ1 参照）へお問い合わせください。 

なお、各サービスを受けるには事前に手続が必要ですので、早目にご相談ください。 

利用者負担は１割負担です。世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されています。 

〈サービス内容〉 

① 介護給付 

・居宅介護（ホームヘルプ）     ・重度訪問介護 

  ・同行援護             ・行動援護 

  ・重度障害者等包括支援       ・療養介護 

  ・生活介護             ・短期入所（ショートステイ） 

  ・施設入所支援 

② 訓練等給付 

・共同生活援助           ・自立生活援助 

・就労移行支援           ・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労選択支援           ・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

・就労定着支援           ・宿泊型自立訓練 

③ 障害児通所給付 

・児童発達支援           ・居宅訪問型児童発達支援 

・放課後等デイサービス       ・保育所等訪問支援 

④ 計画相談支援給付 

・計画相談支援           ・障害児相談支援 

⑤ 地域相談支援給付 

・地域移行支援           ・地域定着支援 

○ 障害福祉サービス 
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＜障害福祉サービス利用の流れ＞ 

 
 
 

 
《利用者→市》 

 
 

 
《利用者→市》 

         計画相談を利用する場合 

 
 
 
       《利用者→相談支援事業所》 
           計画相談を利用しない場合 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
《相談支援事業所→市》         《利用者→市》 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
           《市→利用者》 

 
          《市→利用者》 
 
 
 
 

 
      《相談支援事業所→市》 

  
 
 
 

 

作成にあたり、相談
支援専門員がご自
宅に訪問してお話を
伺います。 

相談 

障害福祉サービス等の支給申請書の提出 

障害福祉サービス等 

の利用 

障害福祉サービス等 

の利用 

サービス等利用計画 

の作成・提出 

障害福祉サービス等の
支給決定 

 
・障害福祉サービス支給決定通
知書 

・計画相談支援給付費支給決
定通知書 

・受給者証の送付 

障害福祉サービス等の
支給決定 

 
・障害福祉サービス支給決定
通知書 

・受給者証の送付 

障害支援区分の認定 障害支援区分の認定 

サービス等利用計画案 
の作成・提出 

 
・サービス等利用計画案 
・計画相談支援給付費等支給

申請書 
・計画相談支援依頼届出書 
の提出 

セルフプラン 
の作成・提出 

 
<セルフプランとは？> 
希望する生活・目標・困ってい

る事、これから利用したい障害
福祉サービス、目標などを本人
（家族）などが自ら作成するもの

です。 

心身の状況に関する調査 心身の状況に関する調査 

支援者の方々には
サービス担当者会議
への出席をお願いし
ます。 

相談支援事業者が
サービス調整を行い
ます。 

本人・親族が作
成することもでき
ます。 

相談支援事業所は
市内に10事業所あ
ります。 
（P30 参照） 

 
計画相談の利用契約 

（初めての方のみ） 
障害福祉サービス事業

所との連絡調整等 
 
利用を希望する障害福祉サービスを

提供している事業所との連絡調整、

利用契約の締結 
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＜市内の相談支援事業所＞ 

 

相談支援事業所 住所・連絡先 
指定区分 

対象者 
児童 障害者 

①総合福祉エリア相談支援事業所 

（社会福祉法人  

東松山市社会福祉協議会） 

松山2183 

電 話 0493-21-5570 

ＦＡＸ 0493-25-3305 

〇 〇  

②西部・比企地域支援センター 

（社会福祉法人 昴） 

松葉町２-17-43 

電 話 0493-81-5310 

ＦＡＸ 0493-81-5315 

〇 〇  

③比企生活支援センター 

（医療法人 緑光会） 

若松町1-14-6 

電 話 0493-81-7145 

ＦＡＸ 0493-81-7146 

 〇  

④りあん相談支援センター 

（社会福祉法人 いずみ会） 

御茶山町15-13 

電 話 0493-81-5485 

ＦＡＸ 0493-81-5304 

 〇 
知的障害

者のみ 

⑤指定特定相談支援事業所コアラ 

（NPO法人 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝｺｱﾗ） 

早俣1-1 

電 話 0493-81-3914 

ＦＡＸ 0493-35-3631 

〇 〇  

⑥相談支援センター雑草 

（社会福祉法人 雑草福祉会） 

上野本2183-15 

電 話 0493-23-8989 

ＦＡＸ 0493-23-8979 

 〇 
知的障害

者のみ 

⑦相談支援室しんごう 

（一般社団法人エミーツ） 

新郷466-１ 

電 話 0493-81-3751 

ＦＡＸ 0493-81-3769 

 〇 
難病の方

は対象外 

⑧指定特定相談支援事業所 

ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟｾﾝﾀｰ東松山 

（特定非営利活動法人東松山 

障害者就労支援センター） 

箭弓町1-1-7 

ﾊｲﾑｸﾞﾗﾝﾃﾞ東松山１階 

電 話 0493-81-5623 

ＦＡＸ 0493-81-5630 

 〇  

⑨オールウェイズ相談支援事業所 

（社会福祉法人ルロワ） 

下野本1465 

電 話 0493-81-5575 

ＦＡＸ 0493-81-5673 

〇 〇  

⑩相談支援事業所ドリーム 

（合同会社Ｐ＆Ｅケア） 

大谷３８８２－１ 

電 話 050-8881-1432 
〇 〇  
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＜障害福祉サービスの利用者負担について＞ 

利用するサービス量等によっては利用者の負担が過大になってしまう恐れがあるため、負

担の「上限月額」を設定し、利用者の負担が一定以上にならないようにしています。 

※ 「上限月額」には有効期間が定められており、少なくとも年一回見直しを行います。 

 

所得区分 負担上限月額 

生活保護 生活保護世帯 0円 

低所得 市民税非課税世帯 0円 

一般１ 市民税課税世帯で①・②のいずれかに該当する方 

① 居宅で生活しており、A・Bのいずれかに該当する方※ 

  A：市民税所得割16万円未満の障害者 

  B：市民税所得割28万円未満の障害児 

② 20歳未満の施設入所者で市民税所得割28万円未満の方 

 

 

9,300円 

4,600円 

9,300円 

一般２ 市民税課税世帯（一般１に該当する方を除く） 37,200円 

※ グループホームに居住する方、宿泊型自立訓練等を受けている方は除きます。 

 

 所得区分を判定する際の世帯の範囲 

種別 世帯の範囲 

１８歳以上の障害者（施設に入所する１８、１９歳を除く） 障害者及び配偶者 

障害児（施設に入所する１８、１９歳を含む） 保護者の属する世帯 

一つの世帯に所得のある方が複数名いる場合には、市民税所得割額の合計額で判断します 

 

Ｑ 所得が下がったので有効期間の途中で利用者負担上限額の見直しは可能ですか？ 

Ａ 可能です。 

市民税額の年度の切り替わりは毎年７月１日に行われますので、切り替わり以降に利用

者負担上限月額の見直しを行うことができます。見直しの際には障害者福祉課へ申請が

必要となります。なお、見直しは申請の翌月から適用となります。 

 

＜地域活動支援センター＞ 

施設名 住所・連絡先 内 容 

比企生活支援センター 

若松町１-14-6 

電 話 0493-81-7145 

ＦＡＸ 0493-81-7146 

創作的活動又は生産活動の 

機会の提供、社会との交流など 

を行う施設 

（対象者：創作的活動や生産活

動を希望する障害のある方

など） 

地域活動支援センター 

あすみーる 

松葉町 2-5-37 

電 話 0493-21-5593 

ＦＡＸ 0493-21-5604 
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５ 在宅生活支援 

 

 障害者手帳・指定難病医療受給者証等のいずれかをお持ちで、在宅生活を送る方に、市に登

録された民間サービス団体が以下のサービスを提供します。ただし、公的サービス（障害福祉

サービス・介護保険サービス）が受けられる方はそちらが優先されます。 

・ 車による送迎サービス 

・ 外出時の付き添いサービス 

・ 介護スタッフを自宅に派遣するサービス 

・ 介護スタッフと一緒に事業所内で過ごしたり、宿泊したりするサービス 等 

〈利用時間〉 後述の障害者生活支援センター事業と合わせて、一人年間１５０時間まで 

〈利用料金〉 ３０分につき２５０円（事業所により別途料金が発生する場合があります） 

〈申請手続〉 

① ケア・サポートいわはな 又は 障害者福祉課へ申請してください。 

② ケア・サポートいわはなから利用券（冊子）が郵送で届きます。障害者福祉課で申請し

た場合は、発行に１週間程度かかります。 

 

 

 

 

〈利用方法〉 

ご自身又はご家族から事業所に連絡を取り、利用の予約をしてください。利用時に、時間

に応じた枚数の利用券を渡すとともに、利用料金をお支払いください。 

 

〈生活サポート事業登録団体〉 

事業所名 所在地 電話番号 FAX 

ファミリーサポート 

センター 昴 

〒355-0017 

東松山市松葉町 2-17-43 
0493-25-3353 0493-25-3732 

サポートサービス 

シャローム 

〒355-0005 

東松山市松山 1496 
0493-27-5070 0493-23-0265 

ケアサポート 

まこと 

〒355-0021 

東松山市神明町 2-8-17 
0493-59-8407 0493-59-8407 

ヘルパーステーション 

コアラ 

〒355-0043 

東松山市早俣 1-1 
0493-81-3914 0493-35-3631 

喜和 
〒355-0012 

東松山市日吉町 3-8 
0493-81-5731 0493-24-3867 

虹の会 あんずの里 
〒355-0051 

東松山市白山台 19-2 
0493-34-5488 0493-81-7211 

○ 生活サポート事業 

＜申請手続に必要なもの＞ 

①  障害者手帳、指定難病医療受給者証等のいずれか   
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事業所名 所在地 電話番号 FAX 

ヒューマンサービス  

エンジョイ 

〒350-0233 

坂戸市南町 

30-3 ピアパンダ 103 号 

049-284-7680 049-289-5204 

生活支援サービス 

のぞみ 

〒366-0811 

深谷市人見 2000 
048-501-2950 048-501-2956 

パーソナルサポート 

はなの樹 

〒350-0216 

坂戸市柳町 44-17 
049-298-5175 049-298-5550 

モルテン 
〒350-0438 

毛呂山町西戸 853-6 
049-295-1373 049-270-8411 

サアラ 
〒350-0209 

坂戸市塚越 448-9 
049-283-0808 049-2９8-8603 

とりにてぃ 

〒355-0132 

吉見町大字飯島新田 

７９０-１ 

0493-88-9431 0493-88-9431 

ケアサポート森林 

〒355-0814 

滑川町みなみ野２-１２-６ 

グリーンハウス１０２号 

080-3176-4573 0493-77-49１8 

らんらんサポート 
〒355-0227 

嵐山町千手堂 39-46 
070-8980-1550  

泰（やすらぎ） 
〒355-0221 

嵐山町菅谷 1072 
0493-59-9129 0493-59-9129 

りん 
〒355-0214 

嵐山町志賀 469-1 
090-3202-1862 0493-62-1862 

→ 窓口 ケア・サポートいわはな 東松山市松山２６１５—１   TEL ２７－４０７７ 

  FAX ２７－４０８８ 

障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 

障害者手帳・指定難病医療受給者証等・自立支援医療受給者証のいずれかをお持ちで、在

宅生活を送る方に、一時的な介護サービス（一時預かり、外出援助、送迎等）を提供します。 

〈利用時間〉 前述の生活サポート事業と合わせて一人年間１５０時間まで 

〈利用料金〉 ３０分につき２５０円 

〈申請の手続〉 前述の生活サポート事業と同じ 

→ 窓口 ケア・サポートいわはな 東松山市松山２６１５－１  TEL ２７－４０７７ 

  FAX ２７－４０８８ 

○ 障害者生活支援センター事業 
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家庭で一人又は家族の介助では入浴することが困難な身体障害者手帳をお持ちの方（要介

護・要支援の認定を受けた方を除く）に対し、移動浴そう車による入浴サービスを行っていま

す。利用を希望する場合は事前にご相談ください。 

〈費用負担〉 サービス費用の５％（非課税世帯は無料） 

事業所名 所在地 電話番号 

アースサポート東松山 
〒355-0022 

東松山市御茶山町 4-8 
0493-25-6700 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 

● 障害者生活訓練 

身辺、家事管理、福祉機器活用訓練、コミュニケーション訓練及び社会資源の活用等の

日常生活に必要な訓練を実施します。 

→ 窓口 埼玉県障害者協議会  TEL ０４８－８２５－０７０７ 

FAX ０４８－８２５－３０７０ 

 

● 聴能訓練 

主に乳幼児を対象として、専門医師、言語聴覚士により聴能訓練を実施しています。 

  → 窓口 皆光園  TEL ０４８－５７３－２０２１  

FAX ０４８－５７３－２０２２ 

    そうか光生園  TEL ０４８－９３６－５９６８（聴能訓練担当） 

FAX ０４８－９３６－５９６８ 

 

● 音声機能障害者発声訓練 

日常生活における会話が可能となるよう食道発声訓練、人工喉頭による発声訓練等を実

施しています。 

〈対象者〉 病気などにより喉頭を摘出した音声機能障害のある方 

→ 窓口 埼玉銀鈴会  TEL ０４８－６４７－１１３１ 

              FAX ０４８－７７８—３５４１ 

 

 

 

○ 機能訓練等 

○ 訪問入浴 
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６ 行動範囲の拡大 

 

下記対象者の方に、登録手続後、ガソリン券を交付します（１枚/月）。市と協定を締結した

給油所において、市に登録した自動車に給油した場合のみ、給油額 800 円につき１枚使用で

きます（800 円未満の給油額には使用できません）。１回の給油時に使用する枚数の制限はあ

りません。 

※ 福祉タクシー利用券との併用はできません。 

〈対象者〉  

身体障害者手帳１・２級、療育手帳○Ａ・Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方 

※ 市内に住所を有する在宅の方に限ります。 

〈利用方法〉 

 給油所のスタッフに申し出て、ガソリン券を切り離さずに冊子ごと渡してください 

（切り離された券は無効です）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈協定給油所一覧〉 

会社名 給油所名 住 所 電 話 

㈲飯島商店 東松山給油所 

（ＥＮＥＯＳ） 
石橋 1536-1 23-1577 

榎田商事㈲ 東松山中央給油所 

（ＥＮＥＯＳ） 
若松町 1-2-9 22-2028 

㈲高坂石油 高坂給油所 高坂３-５-３ 34-4207 

㈲滝沢石油 東松山西給油所 

（ＥＮＥＯＳ） 
松葉町 4-7-18 23-1017 

㈱津乃国 森林公園給油所 

（ＥＮＥＯＳ） 
東平 2366-3 39-2145 

㈲ヤジマ燃料 東松山中央給油所 

（ＥＮＥＯＳ） 
御茶山町 2-6 22-0238 

㈲原オートオイルサービス 東松山ＩＣ 

（ＫＹＧＮＵＳ） 
上野本 212-3 23-2773 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

＜申請の手続に必要なもの＞ 

① 障害者手帳  

② 車検証（電子車検証の場合、あれば自動車検査証記録事項もお持ちください。） 

※ 本人又は同一世帯の方が所有している車でないと認められません。 

※ 所有者又は使用者が法人の車（割賦契約、長期賃貸借契約を除く）は登録でき

ません。 

○ 自動車燃料購入費助成 
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下記対象者の方に、登録手続後、福祉タクシー利用券を交付します（3 枚/月）。タクシー１

回の乗車につき１枚使用できます（一般のタクシーの初乗運賃相当額を助成）。ただし、乗車

料金が初乗運賃相当額の２倍以上の額になる場合は２枚まで使用できます。 

※ ガソリン券・デマンドタクシーとの併用はできません。 ※ 予約料金は除きます。 

〈対象者〉 

身体障害者手帳１・２級、療育手帳○Ａ・Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方 

※ 市内に住所を有する在宅の方に限ります。 

〈利用できるタクシー〉 

埼玉県乗用自動車協会、埼玉県個人タクシー協会、埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協

会、彩の国福祉介護移送協会に加入している事業者及び市と協定を締結している介護タクシ

ー事業所に限ります。 

〈利用方法〉 

乗車の際に障害者手帳を提示し、福祉タクシー利用券を乗務員に渡してください。 

なお、併せて後述の「タクシー運賃の割引」を受けることができます。 

 

 

 

〈協定介護タクシー事業所一覧〉 

事業所 住  所 電  話 ＦＡＸ 

北都観光福祉タクシー 東松山市松葉町 4-5-1 0493-23-7075 0493-23-7093 

青い鳥 熊谷 熊谷市飯塚 412 080-3348-8341 048-588-2563 

エール介護タクシー 嵐山町菅谷 359-1 080-8889-1927 0493-62-6375 

介護タクシー 金太郎 川越市下松原 713-2 090-9319-9625 049-248-4189 

介護タクシー  

スマイルウェーブ 
入間市上谷ヶ貫 573-1 090-2143-2573 04-2936-0353 

ケアタクシ－プラス 坂戸市薬師町 2318-21 049-281-8366 049-281-8366 

福祉移送りんりん 鴻巣市北新宿 769 048-501-6737 048-611-7128 

ケアタクシーすばる 
入間郡毛呂山町岩井西 

1-20-11 
070-2180-0001 049-295-7150 

福祉タクシーサポートくまさ

ん 
川口市青木 5-6-20-501 0120-856-810 048-256-7341 

ビーゴ・カンパニー 
入間郡三芳町北永井 

837-７７ 
090-8948-5667  

福祉タクシーアリエル 川越市岸町 3-34-2-702 070-3662-1190  

ＰＡＳ救急サービス 坂戸市元町 20-４ 080-5986-9205 049-281-8862 

アストケアタクシー 嵐山町廣野 1018 0120-769-232  

次ページに続く 

＜登録手続に必要なもの＞ 

① 障害者手帳 

○ 福祉タクシー利用料金助成 
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事業所 住  所 電  話 ＦＡＸ 

アストケアタクシー 嵐山町廣野 1018 0120-769-232  

ひきあい介護サポート 東松山市加美町 2-39-２ 080-8727-2291  

まる屋 

介護福祉サービス 
深谷市境 606 070-4533-0808 048-572-7471 

介護タクシー 

ばらの花束 
東松山市神戸 891 090-4606-0915  

介護タクシー エイド 東松山市市ノ川 506-1 090-2421-1301 0493-22-8595 

ウエルシアケアトランスポー

ト株式会社 
坂戸市千代田３－１５－１ 050-1707-4014 050-1799-0263 

㈱ミヤザキメディカル 

はーとこねくと 
川越市南台 2-11-10-303 090-9631-4778  

※ 初乗運賃が一般のタクシーと異なる大型タクシーや寝台自動車を利用した場合でも、助

成額は一般のタクシーの初乗運賃相当額になります。 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 

障害者手帳をお持ちの方がタクシーを利用した場合、運賃の１０％が割引されます。。 

※ 迎車回送料金、予約料金は除きます。 

〈利用方法〉 

乗車の際に障害者手帳を提示してください。 

※ 前ページの「福祉タクシー利用券」を併用することができます。 

※ デマンドタクシーにおいても割引が適用されます。 

 → 窓口 各タクシー事業者 

 

  

不慮の事故等により、一時的に福祉車両が必要となった方に対して、一定期間貸出します。 

※ 送迎等に利用するものであり、車いす使用者が運転できる仕様とはなっていません。 

〈対象者〉  

市内に住所を有し、車いすを使用している方 

〈利用方法〉 

  利用希望日の２か月前の月の初日から５日前までに申請書を社会福祉協議会に提出 

  ※ 運転者の確保が必要です。 

※ 運転者が７５歳以上の場合は、ご家族の同意が必要です。 

 → 窓口 東松山市社会福祉協議会  TEL ２３－１２５１  FAX ２３－８８９８ 

 

○ 福祉車両の貸し出し 

○ タクシー運賃の割引 
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駐車禁止又は時間制限駐車区間の規制がされている道路において、社会生活上やむを得な

い理由により駐車することが必要な場合、申請することで駐車禁止除外指定車標章の交付を

受けることができます。 

〈対象者〉 

障害の区分 障害の級別（参考資料６を参照） 

身
体
障
害
者
手
帳
 
歩
行
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
方
  

視覚障害 １～３級、４級の第１号 

聴覚障害 ２級、３級 

平衡機能障害 ３級 

上肢不自由 １級、２級の第１号及び２級の第２号 

下肢不自由 １～４級 

体幹不自由 １～３級 

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害 

上肢機能 
１級、２級（上肢のみに運動機能障害が

ある場合を除く） 

移動機能 １～４級 

心臓機能障害 

１級、３級 

じん臓機能障害 

呼吸器機能障害 

ぼうこう又は直腸の機能障害 

小腸機能障害 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １～３級 

肝臓機能障害 １～３級 

療育手帳 ○Ａ、Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

※ ２箇所以上の機能障害がある場合で必ず下肢機能障害が含まれており、身体障害者手帳 

の等級が４級と記載されている方も対象 

※ 身体障害者手帳をお持ちの方で、医師が歩行能力について１キロメートル以上歩行 

不能であると認めた診断書等を受けている方も対象 

→ 窓口 東松山警察署  東松山市上野本１１１７－１  TEL ２５－０１１０ 

○ 駐車禁止適用除外 
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障害のある方やけが人など、歩行が困難な方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設

などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進

する制度です。 

なお、この利用証によって、道路上の駐車禁止の除外を受けることや、有料駐車区画の使

用料が減免されることはありません。 

〈対象者〉 

交付基準 利用証の色 有効期間

４級以上 緑

３級以上 緑

５級以上 緑

上肢 ２級以上 緑

下肢 ６級以上 緑（※１）

体幹 ５級以上 緑（※２）

上肢機能２級以上 緑

移動機能６級以上 緑（※１）

４級以上 緑

Ａ以上 緑

１級 緑

特定疾患医療受給者

指定難病医療受給者

小児慢性特定疾病医療受給者

緑

医師の判断等により、歩行が

困難であるために特別な配慮が

必要であると認められる方

オレンジ

（※3）

診断書等で必要と

認める期間

（原則１年以内）

医師の診断書等により、車椅子の

常時使用が必要であると認めら

れる方

青
対象者としての基準に

該当しなくなるまで

区分

身

体

障

害

者

視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

肢
体
不
自
由 脳原性運動機能障害

内部障害（免疫機能障害を含む）

対象者としての基準に

該当しなくなるまで

その他車椅子の常時使用が必要と

認められる方

知的障害者

精神障害者

難病患者

けが人等

 

※１ ２級以上の車椅子利用者は青    ※２ ３級以上の車椅子利用者は青 

※３ 常時車椅子を使用する場合は青 

〈利用証〉 

車椅子使用者用 
その他の障害者、 

高齢者用 

妊産婦、 

けが人等用 

   

                 

○ 埼玉県思いやり駐車場制度（パーキング・パーミット制度） 
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〈利用できる駐車区画〉 

幅 3.5 メートル以上の「車椅子使用者用駐車区画」と、幅 3.5 メートル未満の「優先駐車区

画」があります。区画のある施設は埼玉県のＨＰから確認できます。 

種類 車椅子使用者用区画 優先駐車区画 

利用対象者 

◎：利用可能 

△：条件付きで 

利用可能 

◎車椅子使用者（青色利用証） 

△その他の制度対象者 

（緑色、オレンジ色利用証） 

※ 優先駐車区画がない駐車場であ

り、かつ、区画数に余裕がある場

合に限る 

◎その他の制度対象者 

（緑色、オレンジ色利用証） 

 

◎車椅子使用者（青色利用証） 

区画の表示 

  

〈埼玉県ＧＩＳポータルサイト〉 

思いやり駐車場制度協力施設や、オストメイト、ユニバーサルシートなどが設置されたバリ

アフリートイレ設置施設などの地理情報をマップ上で手軽に閲覧できます。 

〈手続に必要なもの〉 

 

 

 

 

 

 

 

→ 窓口〈制度内容全般・電子申請・郵送での交付手続等に関する問合せ〉 

埼玉県福祉政策課  埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

TEL ０４８－８３０－３２２３  FAX ０４８－８３０－４８０１ 

  〈交付手続等に関する問合せ〉 

東松山市役所障害者福祉課 TEL ２１－１４５２ FAX ２４－６０６６ 

高齢介護課 TEL ２１－１４０６ 健康推進課 TEL ２４－３９２１ 

＜次に掲げるいずれか＞ 

① 該当等級の障害者手帳     ② 特定疾患医療受給者証 

③ 指定難病医療受給者証     ④ 小児慢性特定疾病医療受給証 

⑤ 医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等（3 か月以内のもの）、 

     及び身分証明書（運転免許証、マイナンバーカード等） 

※ 代理人による申請の場合は、代理人の身分証明書も必要です 

県ＨＰ 電子申請 埼玉県 GIS ポータルサイト 
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７ 公共料金等の優遇措置 

 

障害者手帳をお持ちの方は、鉄道運賃の割引を受けることができます。割引を受けるには、

障害者手帳に、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第１種又は第２種の記載が必要になります。

記載のない手帳をお持ちの方は、障害者福祉課の窓口に手帳を持って記載を希望する旨を申し

出てください。 

参考：〈運賃割引の内容（東武鉄道の例）〉 

種別 対象 券種 割引内容 

第１種 

本人 

（単独） 

普通 

１０円単位運賃の５割引 

（片道１００km 超えて乗車のとき） 

※ 他鉄道線へ乗り継ぐ場合は、駅係員にお尋ねください 

ＩＣカード 
１円単位運賃の５割引 

（東武線を連続１００km 超えて乗車のとき） 

本人と同

伴する介

護者 

普通 
ご本人・介護者とも １０円単位運賃の５割引 

（ご本人が幼児の場合、その幼児は無料） 

ＩＣカード 
ご本人・介護者とも １円単位運賃の５割引 

（ご本人が幼児の場合、その幼児は無料） 

回数 
ご本人・介護者とも ５割引 

（ご本人が幼児の場合、その幼児は無料） 

定期 

ご本人・介護者とも ５割引 

（ご本人が幼児の場合、その幼児は無料） 

ご本人が小児の場合、介護者の方のみ５割引 

第２種 

本人 

（単独） 

普通 

１０円単位運賃の５割引 

（片道１００km 超えて乗車のとき） 

※ 他鉄道線へ乗り継ぐ場合は、駅係員にお尋ねください 

ＩＣカード 
１円単位運賃の５割引 

（東武線を連続１００km 超えて乗車のとき） 

 本人と同

伴する介

護者 

定期 

ご本人が小児以下の場合、介護者の方のみ５割引（小児定

期乗車券の割引はなし） 

（ご本人が幼児の場合、その幼児は無料） 

※ 障害者と介護者がご利用になる場合は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。 

※ 東武鉄道以外の JR や私鉄についても、原則、同様の取扱いを行っていますが、その取扱

いが異なる場合があります。 

詳しくは各鉄道会社のホームページをご確認いただくか、直接お問い合わせください。 

 

 

→ 窓口 各鉄道窓口 

○ 鉄道運賃の障害者割引 
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対象者 
割引乗車券の 

種類 
割引率 利用方法 

・身体障害者 

・知的障害者 

・精神障害者 

・児童福祉法の適用を

受ける方（注） 

普通乗車券 5 割 
・ご乗車の際、手帳の写真が貼付された

ページを開いて、乗務員に提示してく

ださい 

・乗車券購入の際、窓口に手帳を提示し

てください 
定期乗車券 3 割 

（注）施設の責任者が発行する所定の運賃割引証の提示が必要です。 

※ 介護人・付添人の割引は、各バス会社が認めた場合に限ります。 

※ 写真が貼付されていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害者手帳の再交付

についてご相談ください。 

 ※ バス会社によって取り扱いが多少異なる場合があります。詳しくは直接バス会社へお問

い合わせください。 

 

● 市内循環バス 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示することで無料になります。 

→ 窓口 各バス会社 

 

 

 

対象者 

身体障害者手帳をお持ちの方 

療育手帳をお持ちの方 

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

（顔写真の貼付された手帳が必要です） 

年 齢 搭乗時の年齢が満１２歳以上の方 

適用範囲 障害者本人の単独利用及び本人と同乗する介護者１名 

割引率 航空会社により異なりますので、各航空会社にお問合せください 

※ 搭乗日当日に手帳の有効期間が満了している場合には搭乗できません。 

※ 航空券の購入及び航空機に搭乗の際は、手帳を提示してください。 

 

→ 窓口 各航空会社営業所・代理店 

 

 

○ 国内航空の障害者割引 

○ バスの障害者割引 
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身体障害者手帳又は療育手帳（○Ａ・Ａ）をお持ちの方は、事前に登録をすることで、有料道

路料金が半額になります。自動車を保有していない場合や、自動車を登録しない場合でも本割

引の適用を受けられます。なお、その他の割引との併用はできません。ＥＴＣご利用の場合、

他の割引と比較して最も低い額となる割引が優先されます。 

〈対象者〉 

対象となる 

障害者の範囲 

●障害者本人が運転する場合 

・身体障害者手帳（第１種・第２種）をお持ちの方 

●障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合 

・身体障害者手帳（第１種） 又は 療育手帳（第１種）をお持ちの方 

〈対象となる自動車の車種要件〉 

自動車 

（ＥＴＣ登録車は事前登録された自動車 1 台） 

割引適用範囲 

事前登録 

できる自動車 
事前登録していない自動車(※1) 

本人運転・ 

介護運転(※2) 
本人運転 介護運転(※2) 

乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車 〇 〇 〇 

二輪自動車（総排気量が 125cc を超えるもの） 〇 〇 〇 

レンタカー・借用自動車 × 〇 〇 

介護・福祉タクシー、一般タクシー × × 〇 

福祉有償運送車両 × × 〇 

※1 事前登録していない自動車では、料金所係員が、障害者本人が自ら運転又は要介護者

の場合は障害者本人が同乗していることを確認のうえ割引が適用されます。 

※2 介護運転とは、第１種の障害者手帳をお持ちの方で、障害者本人以外の人が運転し、

障害者本人が同乗する場合です。 

〈事前登録できる自動車の所有者要件〉 

① 本人又は本人の親族等 

② 本人以外の者の運転が認められる場合で①の者が自動車を所有していないときは、 

本人を継続して日常的に介護している者 

③ 割賦契約（ローン）又は長期リース（短期レンタカーを除く）で、契約書にて契約中

と確認でき、自動車検査証等上の使用者が本割引の対象者本人又は本人の親族等もし

くは介護者などの要件を充たす場合 

〈割引有効期間〉 

割引有効期間は、手続を終了した日からその後の２回目の誕生日までです。ただし、手帳

に有効期限がある（次回の判定・要再認定に記載がある）場合は、いずれか短い方が割引の

有効期限となります。 

割引有効期限が切れている場合は、更新手続を行わないと割引は受けられません。 

更新手続は、有効期限の２か月前から行うことができます。 

○ 有料道路の障害者割引 
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〈割引の受け方〉 

区 分 ＥＴＣ車 非ＥＴＣ車 

事前登録した自動車 ＥＴＣレーンを通行 
一般レーン等で 

手帳を提示 

事前登録されていない自動車 
一般レーン等で 

手帳を提示 

一般レーン等で 

手帳を提示 

※ 割引対象シールに記載された車両番号と、異なる車両番号の自動車で走行した場合も割

引の対象となります。その場合は料金所の一般レーン等で手帳を提示してください。 

〈手続〉 

 １．窓口で手続をする場合 

  ⑴ 対象となる自動車を登録する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑵ 自動車を登録しない場合 

 

 

 

 

 ２．オンライン申請をする場合 

「対象となる自動車を登録する場合」かつ「ＥＴＣ車」に限り、オンライン申請ができ

ます。ご利用にあたっては、本人確認のため障害者本人のマイナンバーカード及びマイナ

ポータルへの登録が必要となります。 

 《手順》 

・ オンライン申請受付サイトにて申請 

・ 有料道路ＥＴＣ割引登録係から送付された割引対象のシールを、 

利用者ご自身で障害者手帳に貼り付ける 

 《オンライン申請に関するお問い合わせ先》 

    有料道路ＥＴＣ割引登録係 （平日 ９：００～１７：００） 

TEL ０４５－４７７－１２３３ FAX ０４５－４７４－１１１０ 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

＜手続に必要なもの＞   

① 身体障害者手帳 又は 療育手帳（両方の手帳をお持ちの方は両方必要です） 

② 運転免許証（障害者本人が運転する場合のみ） 

＜手続に必要なもの＞   

① 身体障害者手帳 又は 療育手帳（両方の手帳をお持ちの方は両方必要です） 

② 対象となる自動車の自動車検査証（車検証） 

③ 運転免許証（障害者本人が運転する場合のみ） 

 以下は、ＥＴＣ利用登録をする場合 

④ ＥＴＣカード（２０歳以上の場合は、障害者本人名義のもの） 

⑤ ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書 

オンライン 

申請受付サイト 
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 障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で次の要件に該当する場合は、ＮＨＫ受信料が全額又は

半額免除されます。障害者福祉課で免除申請の手続をしてください。 

〈対象者〉 

●全額免除 

・身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方若しくは知的障害者と判定され

ている方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が世帯構成員におり、世帯全員が市

民税非課税の場合 

  ●半額免除 

・世帯主（受信契約者）が視覚障害又は聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの場合 

・世帯主（受信契約者）が重度（１級・２級）の身体障害者手帳をお持ちの場合 

・世帯主（受信契約者）が重度（○Ａ・Ａ）の療育手帳をお持ちの場合 

・世帯主（受信契約者）が重度（１級）の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合 

※ 手帳記載の情報が変わった場合や、市民税を課税されることになった場合、障害等級が変

わった場合など、免除事由が消滅した場合はＮＨＫまでご連絡ください。 

※ また、定期的に実施される NHK による確認調査によって、免除事由に該当しない場合に

は自動的に免除が終了となることがあります。 

 

 

 

→ 窓口   障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

〈問合せ〉 NHK ふれあいセンター  TEL  ０５７０－０７７－０７７ 

FAX ０４５－５２２－３０４４ 

 

 

 

在宅障害児（者）のいる世帯、特別児童扶養手当を受給している世帯、障害基礎年金を受給

している世帯のうち、保育所、認定こども園の保育所機能部分、地域型保育事業（小規模保育

事業所等）に在園しているこどもがいる場合で、保護者の住民税所得割合計額が 77,101 円未

満の場合は、給食費のうち副食費相当分（３歳児以上に限る）が免除となります。 

詳しくは保育課までお問い合わせください。 

→ 窓口 保育課  TEL ２１－１４０７   FAX  ２３－２２３９ 

   

○ ＮＨＫ放送受信料の免除 

＜手続に必要なもの＞ 

① 障害者手帳       ② 印鑑     

○ 保育料等の副食費の免除 
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区 分 内 容 取扱い 

点字郵便物 点字のみを掲げたものを内容とするもの 無 料（３㎏以下） 

特定録音物等 

郵便物 

盲人用の録音物又は点字用紙を内容と

する郵便物で、日本郵便㈱が指定する施

設から差し出し、又はこれらの施設にあ

てて差し出されるもの 

無 料（３㎏以下） 

定期刊行物の低料 

第三種郵便物 

日本郵便㈱の定めにより承認を受けた

第三種郵便物であり、心身障害者団体の

発行する定期刊行物を内容とするもので

発行人から差し出されるもの 

第三種郵便物料金表による 

・毎月３回以上発行の 

新聞紙を内容とするもの 

５０ｇまで 8 円 

・その他５０ｇまで１５円  

心身障害者用 

ゆうメール 

図書館（日本郵便㈱に届け出たもの）と

身体に重度の障害がある方又は知的障害

の程度が重い方との間で、図書閲覧のた

めに発受する場合 

心身障害者用ゆうメール 

運賃料金表による 

点字ゆうパック 

点字のみを掲げたもの（日本郵便㈱が定

めて表示した条件を満たすものに限る）

を運送する場合 

点字ゆうパック 

運賃料金表による 

（３０㎏以下） 

聴覚障害者用 

ゆうパック 

日本郵便㈱の指定を受けた施設と聴覚

障害者との間で、ビデオテープ、その他

の録画物（DVD など）の貸出し又は返却

のために発受する場合 

聴覚障害者用ゆうパック 

運賃料金表による 

（３０㎏以下） 

→ 窓口 東松山郵便局  TEL ０５７０－０８８－４４２ 

      メールでのお問い合わせ（専用フォームより） 

      「日本郵政ホームページ」⇒「よくあるご質問・お問い合わせ」 

⇒ 「メール（専用フォーム）でのお問い合わせ」 

https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/inquiry.html 

 

 

 

障害者手帳や特定疾患医療受給者証等をお持ちの方は、申請により、割引サービスを受ける

ことができる場合があります。割引内容は携帯電話会社にお問い合わせください。 

〈問合せ〉 

・ＮＴＴドコモ ０１２０－８００－０００ （一般電話等から無料） 

          （局番なし）１５１   （ドコモの携帯電話） 

・ａｕ     ００７７－７－１１１    （一般電話から無料） 

          （局番なし）１５７   （ａｕ電話から無料） 

・ソフトバンク ０８００－９１９－０１５７（一般電話から無料） 

        （局番なし）１５７    （ソフトバンク電話から無料） 

→ 窓口 各携帯電話事業者、各携帯電話取扱店  

○ 郵便料金の減額及び無料扱い 

○ スマートフォン・携帯電話料金の割引 
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下の対象者に該当する方が、番号案内を利用する場合、あらかじめ登録した電話番号と暗証

番号を申し出ることによって無料になります。 

〈対象者〉 

・身体障害者手帳のうち、次のいずれかの障害のある方 

区 分 障害等級 

 視覚障害 １級～６級 

 肢体不自由（上肢・体幹・脳原性運動機能障害） １級・２級 

 聴覚障害 ２級・３級・４級・６級 

 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 ３級・４級 

・療育手帳をお持ちの方 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

〈手続〉 「ふれあい案内事務局」まで、ＦＡＸ又は電話にて、登録希望の旨ご連絡ください。

事務局より送付された所定の申込書に必要事項を記入し、障害者手帳の写しとと

もに事務局へ返送してください。 

→ 窓口 NTT ふれあい案内事務局 TEL  ０１２０－１０４１７４（フリーダイヤル） 

                  FAX  ０１２０－１０４１３４（フリーダイヤル） 

 

 

 

身体に重度の障害があり一定の要件に該当する方は、自宅など現にいる場所で不在者投票を

することができる制度です。利用する場合は、あらかじめ申請を行うことが必要です。 

〈対象者〉 

・身体障害者手帳のうち、次のいずれかの障害のある方 

区 分 障害等級 

 両下肢、体幹、移動機能 １級・２級 

 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 １級・３級 

免疫、肝臓 １級～３級 

・戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの方で一定の要件に該当する方 

→ 窓口 選挙管理委員会  TEL ２１－１４４３  FAX ２４－６１２３  

○ ＮＴＴ無料番号案内（ふれあい案内） 

○ 郵便等による不在者投票制度 
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８ 医療 

 

 

重度医療（一般）  

重度の障害のある方が病院などで診療を受けた場合に、保険診療の一部負担金を助成するもの

です。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。 

〈対象者〉 

  次のいずれかに該当する方が受給資格対象者となります。 

ただし、平成２７年１月以降に、６５歳以上で新たに障害者手帳を取得した方や、障害の

程度が該当の級になった方は対象外です。こども医療費の対象となる期間は、こども医療費

の支給が優先されます。 

① 身体障害者手帳１級・２級・３級をお持ちの方 

② 療育手帳○Ａ・Ａ・Ｂをお持ちの方 

③ 精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方（ただし精神病床への入院費用は助成対象外） 

④ 65 歳から７４歳の方で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方、又は７５歳以上

で市長の認定を受けた方  ※ 申請が必要です。 

※ ④の認定は、６５歳の誕生日の前日までに下記手帳の交付を受けている方、又は

年金の受給権を取得している方が対象です。   

ア 身体障害者手帳４級のうち、音声・言語機能又は下肢機能の一部 

イ 精神障害者保健福祉手帳１級・２級 

ウ 障害年金１級・２級 

〈手続〉 

障害者福祉課で受給資格登録の手続をしてください。受給資格登録後、所得審査を行い、

助成を受けられる方には、受給者証を交付します。 

※ 所得制限となった場合は、受給者証は交付しません。後日、支給停止通知を送付し

ます。支給停止期間中に医療機関等を受診した分は助成対象外です。 

東松山市に転入された方は、転入から１５日以内に登録手続を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 重度心身障害者（児）医療費助成 

＜資格登録の手続に必要なもの＞ 

① 障害者手帳  

② マイナ保険証 または 資格確認書など保険情報の確認できるもの     

③ 資格登録者名義の普通預金通帳  

④ マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

※ 過去２年以内に他市町村から転入された方は、別途書類が必要となることがあります。 
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〈所得制限〉 

  受給資格を新規に登録申請する方は所得の審査があります。 

 ・受給資格登録者本人の所得のみを対象とします。 

 ・１月～９月に受給資格の登録申請があった場合は前々年の所得、１０月～１２月の場合

は前年の所得を審査します。 

 ・審査により所得制限の基準額を超過した場合は支給が制限され、受給者証は交付しませ

ん。 

・対象となる所得は、給与所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得等があります（障害年金

などの非課税所得については所得の範囲に含めません）。なお、所得とは諸控除後の額で

す。 

 ・所得制限の基準額（令和７年 8 月改定） 

 

 

 

 

 

   

    

※ 扶養親族の年齢等によって基準額に加算がある場合があります。 

 

〈受給者証の更新〉 

 ・受給者証は、毎年１０月に一斉更新となります。一斉更新により前年の所得を審査し、基

準額未満の場合は受給者証を交付します。基準額超過の場合は一年間支給停止となり、受

給者証を交付しません。 

・障害者手帳に有効期限や再判定がある場合、受給者証の有効期限は障害者手帳に合わせて

ありますので、障害者手帳を更新した後に受給者証を更新します。その際には所得の審査

は行いません。 

 

〈住所・氏名・保険証が変わったら〉 

  住所・氏名・保険情報が変わった場合には、変更の届出が必要です。マイナ保険証また

は資格確認証など保険情報の確認できるもの、受給者証をお持ちになり、手続をお願い

します。 

 

扶養親族の人数 所得制限の基準額 収入額の目安（参考） 

0 人 3,661,000 円 5,252,000 円 

1 人 4,041,000 円 5,728,000 円 

2 人 4,421,000 円 6,203,000 円 

3 人 4,801,000 円 6,668,000 円 

4 人 5,181,000 円 7,090,000 円 
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〈助成を受けるには〉 

埼玉県内の医療機関にかかるときは、受給者証とマイナ保険証（または資格確認証など）

を窓口で提示してください。保険診療の医療費の一部負担金の支払いが不要（現物給付）

になります。 

ただし、次のような場合は一度窓口で医療費を支払い、請求書に領収書を添付して提出

してください。後日、登録済の口座に振込します。 

・現物給付を実施していない医療機関を受診した場合 

・１医療機関のうち、ひと月の一部負担金が限度額を超えた場合 

（医療機関ごと、入院・外来別） 

・院外処方の透析調剤分（社会保険加入者のみ） 

・柔道整復、鍼灸の受診料 

・治療用装具（コルセット等）を作ったとき （領収書と医療機関の証明書が必要です） 

※ 治療用装具は、障害者福祉課への申請前に、加入している健康保険へ療養費の

申請・支給決定が必要です。 

 

各種申請書は障害者福祉課窓口にあります。また東松山市ホームページからダウンロー

ドすることもできます。 

 

〈助成の範囲〉 

  ・保険適用の医療費、療養費が対象となります。食事・生活療養標準負担額、文書代、

差額ベッド代、介護保険サービス適用のものなどは対象外です。 

  ・高額療養費、附加給付等の制度で支給される金額がある場合には、そちらを優先し、

差し引いた金額を助成します。 

  ・公費負担医療（自立支援医療等）の対象となる場合は、公費負担医療（自立支援医療

等）を適用した後の自己負担分について助成します。また、交通事故や労災、医薬品 

 事故等の場合は、各法令に基づく医療費の給付がありますので、そちらを優先します。 

  ・確定申告の医療費控除を受けた医療費は助成対象外です。また、医療費の助成を受け

た場合、その部分については医療費の負担がないため、確定申告の医療費控除は行え

ません。 

  ・医療機関へ支払いをしてから５年で時効となります。 
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重度医療（精神通院）令和８年１月１日～ 

精神障害者保健福祉手帳２級を所持する方が、自立支援医療（精神通院医療）を利用して受

診した場合の一部負担金を助成するものです。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録

が必要です。 

〈対象者〉 

精神障害者保健福祉手帳２級をお持ちの方 

※次の場合は対象となりません。 

 ・６５歳以上で初めて手帳を取得した方 

 ・生活保護を受給している方 

 ・こども医療費やひとり親家庭等の医療費を受給している方 

 

手続方法、所得制限、受給者証の更新、変更届 については、重度医療（一般）と同様です。 

※手帳の有効期限がきた場合、重度医療は喪失となりますが、有効期限の翌月末日までに手帳

更新の手続を行った場合は資格継続となります。 

 

〈助成を受けるには〉 

自立支援医療（精神通院医療）の指定医療機関を受診する際には、マイナ保険証（または資

格確認書など）、自立支援医療の受給者証、重度医療の受給者証（青色）をあわせて提示して

ください。医療費の一部負担金の支払いが不要（現物給付）になります。 

ただし、次のような場合は一度窓口で医療費を支払い、請求書に領収書を添付して提出して

ください。後日、登録済の口座に振込します。 

・埼玉県外の医療機関を受診した場合 

・現物給付を実施していない医療機関を受診した場合 

 

〈助成の範囲〉 

自立支援医療（精神通院医療）が適用された場合の一部負担金のみとなります。他の医療費

は対象となりませんので、ご注意ください。 

その他、医療費控除や時効に関しては、重度医療（一般）と同様です。 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 
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 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額が軽減されます。  

医療費の１割が自己負担となりますが、負担が高額になり過ぎないよう、本人及び世帯の所得、

疾病等の状況に応じて、月の自己負担上限額が設定されています。 

更生医療の支給 

国等が指定する医療機関で、障害の除去や軽減、機能を回復するための医療を受けること

ができます。手術・治療等を受ける前に手続が必要ですので、あらかじめ障害者福祉課へご

相談ください。 

〈対象者〉 １８歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育成医療の支給 

国等が指定する医療機関で必要な治療を受ける場合、その医療費が給付されます。手術・

医療等を受ける前にあらかじめ障害者福祉課へご相談ください。 

〈対象者〉 １８歳未満の身体に障害のある児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

＜手続に必要なもの＞    ★印の書類は障害者福祉課の窓口にあります。 

①  医学的意見書(★)  ② 医療費概算額算定書(★) 

③  障害者手帳（既にお持ちの方のみ） 

④  保険情報の確認できるもの（マイナ保険証・資格確認書など） 

 ※受診者と同一の医療保険に加入している、世帯全員分 

⑤  マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

※ 医療内容や世帯の所得状況確認のために、その他に書類が必要な場合があります。 

○ 自立支援医療費（更生医療・育成医療・精神通院医療）の支給 

＜手続に必要なもの＞    ★印の書類は障害者福祉課の窓口にあります。 

① 医学的意見書(★)  ② 世帯調書(★) 

③ 障害者手帳（既にお持ちの方のみ） 

④ 保険情報の確認できるもの（マイナ保険証・資格確認書など） 

※受診者と同一の医療保険に加入している、世帯全員分 

⑤ マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを 

確認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

※ 医療内容や世帯の所得状況確認のために、その他に書類が必要な場合があります。 
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精神通院医療の支給 

 統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受けると、医療費の

負担が多くなることがあります。自立支援医療制度は、精神疾患に必要な治療を続けられるよ

うに医療費の負担軽減を図る制度です。障害者福祉課の窓口で手続をしてください。 

〈対象者〉 指定医療機関で精神科医療（外来）を受けている方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき指定される指定難病について、長期の

療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。医療給付の相談・申請に

ついては、東松山保健所にお問い合わせください。 

→窓口 東松山保健所 東松山市若松町 2-6-45 TEL ２２－０２８０ FAX ２2－４２５１ 

 

 

埼玉県内に住所を有する１８歳未満の児童（18 歳到達後も引き続き治療が必要と認められ

る場合には継続手続を行うことにより、２0 歳未満まで延長することが可）で、児童等の慢性

疾病のうち国が指定した疾病（小児慢性特定疾病）の医療にかかる費用の一部を助成し、医療

費の負担軽減を図る制度です。医療費助成の相談・申請については、東松山保健所にお問い合

わせください。 

→窓口 東松山保健所 東松山市若松町 2-6-45 TEL ２２－０２８０ FAX ２2－４２５１ 

＜手続に必要なもの＞     ★印の書類は障害者福祉課の窓口にあります。 

① 自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書(★) 

② 意見書(★)      ③ 課税状況確認のための同意書(★) 

④ マイナ保険証 または 資格確認書 

（受診者と同一の医療保険に加入している、世帯全員分） 

⑤ 自立支援医療受給者証（更新の場合のみ） 

⑥ 下記に該当する場合、世帯の所得状況の確認書類 

・生活保護世帯の方は、生活保護受給証明書 

・市民税非課税の方は、本人が受給している年金・手当等の額がわかる書類 

（振込通知書等） 

⑦ マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを確

認できる公的書類及び本人確認資料（参考資料４を参照）） 

○ 指定難病医療給付制度 

○ 小児慢性特定疾病医療費助成制度 
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対象となる疾患の治療を受けている方が、医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医

療費等の全部又は一部を、県が公費負担することにより、患者の医療費の負担軽減を図る制度

です。医療給付の相談・申請については、東松山保健所にお問い合わせください。 

→窓口 東松山保健所 東松山市若松町 2-6-45 TEL ２２－０２８０ FAX ２2－４２５１ 

 

先天性血液凝固因子欠乏症等（指定疾患）の医療給付は、指定疾患に係る医療費等の自己負

担分を治療研究事業として公費負担することにより、患者の医療費の負担軽減を図る制度です。

医療給付の相談・申請については、東松山保健所にお問い合わせください。 

→ 窓口 東松山保健所 東松山市若松町 2-6-45 TEL ２２－０２８０ FAX ２2－４２５１ 

 

 

６５歳から７４歳で一定の障害の状態にある方は、申請により現在加入している健康保険を

脱退し、後期高齢者医療制度に加入できます。後期高齢者医療制度に加入することで、現在加

入している健康保険に比べ、医療費の一部負担金の割合や保険料の負担が少なくなる場合があ

ります。一定の障害の状態とは、次の状態が基準となります。 

〈対象者〉 

・ 身体障害者手帳１級・２級・３級をお持ちの方 

・ 身体障害者手帳４級のうち、音声・言語機能障害又は下肢障害の１号、３号、４号に該

当する方 

・ 療育手帳○Ａ・Ａをお持ちの方 

・ 精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方 

・ 障害年金１級・２級に該当する方 

→ 窓口 保険年金課 TEL ６３－５００４ FAX ２３－００７６ 

○ 特定疾患等医療給付制度 

○ 後期高齢者医療制度の障害認定 

○ 先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付制度 
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内 容 一部公費でインフルエンザ予防接種が受けられます。 

対象者 東松山市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方 

１．接種時に６５歳以上の方 

２．接種時に６０歳から６４歳の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害のある方、

及び、免疫の機能に障害のある方で「１級の身体障害者手帳」を提示した方 

 料 金 1,000 円（生活保護受給者証を提示の方は無料） 

     ※75 歳以上の方の高用量インフルエンザワクチン接種費用等詳細については、決

まり次第広報紙や市のホームページでお知らせします。 

 

 

 

 

 

内 容 一部公費で肺炎球菌ワクチン予防接種が受けられます。 

対象者 東松山市内に住民登録のあり、「今まで肺炎球菌を１回も接種していない方」で  

次のいずれかに該当する方 

１． 接種時に６５歳の方（※対象の方には、誕生月の翌月に通知を送付します。） 

２．接種時に６０歳から６４歳の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害のある方、

及び、免疫の機能に障害のある方で「１級の身体障害者手帳」を提示した方 

 料 金 ８,000 円（生活保護受給者証を提示の方は無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 高齢者インフルエンザ予防接種 

＜医療機関に持参するもの＞  

① マイナンバーカードなど本人確認できるもの（上記２の該当者は身体障害者手帳

も必要です） 

② 市からのはがき（上記１の該当者） 

③ 生活保護受給者の方は「生活保護受給者証」 

＜医療機関に持参するもの＞ 

① マイナンバーカードなど本人確認できるもの（上記２の該当者は身体障害者手帳も必

要です） 

② 生活保護受給者の方は「生活保護受給者証」 

○ 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 



 56

 

内 容 一部公費で新型コロナ予防接種が受けられます。 

対象者 東松山市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方 

１．接種時に６５歳以上の方 

２．接種時に６０歳から６４歳の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害のある方、

及び、免疫の機能に障害のある方で「１級の身体障害者手帳」を提示した方 

 料 金 13,000 円（生活保護受給者証を提示の方は無料） 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 一部公費で帯状疱疹ワクチン又は水痘ワクチンの予防接種が受けられます。 

対象者 東松山市内に住民登録があり、「今まで帯状疱疹予防目的で 1 回も接種していない

方または任意接種で残りの回数のある」方で、次のいずれかに該当する方 

１．年度末年齢６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳となる方 

※対象の方には、通知を送付します。 

２．６０歳から６４歳の方で、免疫の機能に障害のある「身体障害者手帳１級」の方 

 料 金 帯状疱疹ワクチン 18,000 円×２回 

     水痘ワクチン    5,000 円 

          （どちらも生活保護受給者証を提示の方は無料） 

 

 

 

 

 

 

※詳細は下記のとおり 

予防接種の接種期間や接種できる医療機関については、市のホームページをご覧いただく

か健康推進課までご相談ください。 

市外で接種する方は、「東松山市の予診票」が必要です。事前に健康推進課までご相談くだ

さい 

⇒窓口 健康推進課   TEL ２４－３９２１  FAX ２２－７４３５ 

 

○ 高齢者新型コロナ予防接種 

＜医療機関に持参するもの＞ 

① マイナンバーカードなど本人確認できるもの（上記２の該当者は身体障害者手帳も必

要です） 

② 生活保護受給者の方は「生活保護受給者証」 

○ 高齢者帯状疱疹予防接種 

＜医療機関に持参するもの＞  

① マイナンバーカードなど本人確認できるもの（上記２の該当者は身体障害者手帳

も必要です） 

② 市からのはがき（上記１の該当者） 
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 かかりつけの医療機関や服用している薬などの医療情報や緊急連絡先を救急医療情報カー

ド（黄色のカード）に記入し、自宅の冷蔵庫の扉や側面に貼っておくことで、救急隊の迅速な

救急活動につなげるというものです。 

 高齢者に限らず健康に不安を感じる方などがご利用いただけます。 

 希望する方は、担当地区の民生委員さんに相談いただくか健康推進課へお問い合わせくださ

い。 

 

市内に住所を有する児童の医療費の一部負担金（高額療養費・附加給付を除く）を助成しま

す。住民登録されてから１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの入院・通院分が助成

対象です。児童が重度心身障害者医療費の資格にも該当する場合は、こども医療費を優先しま

す。なお、１８歳に達する日以降の最初の４月１日において、重度心身障害者医療費の資格に

該当する場合には、こども医療費の資格喪失前に、障害者福祉課より重度心身障害者医療費の

資格取得に係る書類を送付します。 

→ 窓口 こども支援課   TEL ２１－１４６１  FAX ２３－２２３９ 

 

 

次のいずれかに該当する１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの児童（心身に一定

の障害がある場合は２０歳になるまで）を養育している父又は母、若しくは養育者とその児童

（こども医療費又は重度心身障害者医療費を受給していない児童に限る）の医療費の一部負担

金（高額療養費・附加給付を除く）を助成します。※所得制限があります。 

〈対象児童〉 

① 父母が婚姻を解消した児童（婚姻には、事実婚を含みます） 

② 父（母）が死亡した児童 

③ 父（母）に一定の障害がある児童 

※ 父（母）が児童扶養手当法施行令別表第２に定める障害の程度に該当している場合 

④ 父（母）が裁判所からＤＶ保護命令を受けた児童 

⑤ その他の理由（１年以上遺棄している、拘禁されている等）で父（母）のいない児童 

※ 申請者が父の場合、児童を監護し、かつ生計を同じくしていることが要件となります。 

ただし、次のような場合には支給対象になりません。 

① 申請者や児童が日本国内に住所がないとき 

② 児童が児童福祉施設等（母子生活支援施設・通園施設を除く）に入所しているとき 

③ 生活保護を受給したとき 

④ 里親に委託されているとき 

→ 窓口 こども支援課   TEL ２１－１４６１  FAX ２３－２２３９ 

○ こども医療費助成 

○ ひとり親家庭等医療費助成 

                                                      

○ 救急医療情報カード 
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９ 手当・年金等 

 

重度の障害がある方で、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過措置による福祉手当を受

給していない６５歳未満の方に対し支給されます（６５歳未満で支給開始した方には６５歳以

降も引き続き支給されます）。 

〈対象者〉 ① 身体障害者手帳１級・２級をお持ちの方 

      ② 療育手帳○Ａ・Ａをお持ちの方 

      ③ 精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方 

〈手当額〉 月額 5,000 円 

〈支給制限〉次のいずれかに該当するときは受給できません。 

      ア. 施設に入所しているとき 

      イ. 前年１月１日～１２月３１日分所得に対する住民税が課税されているとき 

〈支給方法〉認定された場合、申請のあった月の翌月分から、３月（１０～３月分）と９月   

（４～９月分）に支払います。 

 

 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 

継続して１年以上市内に住所を有する方で、下記の受給者証をお持ちの方に難病患者見舞金

が支給されます。ただし、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過措置による福祉手当、ねた

きり老人等手当を受給している方は対象となりません。 

※新規申請は令和９年３月末までとなります。 

<対象者>  指定難病医療受給者証・特定疾患医療受給者証・指定疾患医療受給者証・ 

県単独指定難病医療受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方 

<支給額>  年額 10,000 円  

<支給方法> ９月に支給されます。（９月以降に申請した方は、3 月に支給） 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 在宅重度心身障害者手当 

＜手続に必要なもの＞ 

① 障害者手帳    ② 障害者本人名義の普通預金通帳 

過去２年以内に他市区町村から転入された方は、別途書類が必要となる事があります。 

○ 難病患者見舞金 ※令和 8 年度末をもって廃止となります。 

＜手続に必要なもの＞ 

① 上記の受給者証   ② 受給者本人名義の普通預金通帳 
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２０歳以上であって、身体又は精神の重度の障害により、日常生活において常時特別な介護

を要する在宅の重度障害者に対する支援として手当を支給しています。 

〈対象者の目安〉 

※ 下記の障害者手帳の所持を条件とするものではありません。 

※ 目安であるため、必ず該当するものではありません。 

① 身体障害者手帳１級・２級相当の障害が重複する方 

② 療育手帳○Ａで常時特別な介護を要する方 

③ 精神障害（知的障害を含む）、内部障害等で①、②と同程度の障害を有する方 

※ 障害程度認定基準については、障害者福祉課にパンフレットがあります。 

〈手当額〉  月額 ３０,４５０円 

〈支給制限〉 次のいずれかに該当するときは受給できません。 

ア． 施設に入所しているとき 

イ． 継続して３か月をこえて病院等に入院しているとき 

ウ． 障害者本人、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が次の額以上のとき 

※ 所得とは、収入から必要経費（給与所得控除等）の控除を行った額です。 

扶養親族数 ０人 １人 ２人以上１人増すごとに 

障害者本人 3,661,000 円 4,041,000 円 380,000 円加算 

配偶者、扶養義務者 

(同居の親、兄弟姉妹等) 
6,287,000 円 6,536,000 円 213,000 円加算 

〈支給方法〉認定された場合、申請のあった月の翌月分から、毎年 2 月（１１～１月分）・５

月（２～４月分）・８月（５～７月分）・１１月（８～１０月分）に支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 特別障害者手当 

＜手続に必要なもの＞ 

① 医師の診断書（所定の様式）※１ ② 障害者手帳（お持ちの場合） 

③ 障害者本人名義の普通預金通帳  ④ 年金証書等の写し（受給中の場合）※２ 

⑤ 前年１月１日～１２月３１日の年金収入がわかるもの（１～６月申請の場合は前々年） 

※２ 

⑥ 障害者・配偶者・扶養義務者（同居の親、兄弟姉妹等）のマイナンバーが確認できる書類 

※１ 診断書を省略できる場合がありますので事前にご相談ください。 

  診断書は、診断日から 2 か月以内に障害者福祉課へご提出ください。 

※２ マイナンバーカードをもって年金額証明書類に代えることができます。 
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２０歳未満で在宅の重度障害児に対する支援として、手当を支給しています。 

〈対象者の目安〉 

※ 下記の障害者手帳の所持を条件とするものではありません。 

※ 目安であるため、必ず該当するものではありません。 

① 身体障害者手帳１級の一部及び２級の一部の方 

② 療育手帳○Ａ相当の方 

③ 精神障害、血液疾患等で①、②と同程度の障害を有する方 

※ 障害程度認定基準については、障害者福祉課にパンフレットがあります。 

〈手当額〉 月額 １６,５６０円 

〈支給制限〉 次のいずれかに該当するときは受給できません。 

ア． 施設に入所しているとき 

イ． 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき 

ウ． 児童本人、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が次の金額以上のとき 

※ 所得とは、収入から必要経費（給与所得控除等）の控除を行った額です。 

扶養親族数 ０人 １人 ２人以上１人増すごとに 

児童本人 3,661,000 円 ４,041,000 円 380,000 円加算 

配偶者、扶養義務者 

(親、兄弟姉妹等) 
6,287,000 円 6,536,000 円 213,000 円加算 

 

〈支給方法〉認定された場合、申請のあった月の翌月分から、毎年２月（１１～１月分）・５

月（２～４月分）・８月（５～７月分）・１１月（８～１０月分）に支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

＜手続に必要なもの＞ 

① 医師の診断書（所定の様式）※   

② 障害者手帳（お持ちの場合） 

③ 児童本人名義の普通預金通帳 

④ 児童・児童の配偶者・扶養義務者（親、兄弟姉妹等）のマイナンバーが確認できる書類 

※ 診断書を省略できる場合がありますので事前にご相談ください。 

  診断書は、診断日から 2 か月以内に障害者福祉課へご提出ください。 

過去２年以内に他市区町村から転入された方は、別途書類が必要となる事があります。 

○ 障害児福祉手当 
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精神又は身体に一定の障害のある２０歳未満の児童を家庭で養育している方に対し、県から

手当を支給しています。 

〈対象者の目安・手当額〉 

巻末の「特別児童扶養手当の障害程度認定基準（参考資料１）」をご確認ください。 

※ 下記の障害者手帳の所持を条件とするものではありません。 

※ 目安であるため、必ず該当するものではありません。 

対象者の目安 特児区分 手当月額 

身体障害者手帳１級・２級、療育手帳○Ａ・Ａ相当  １級 ５８,４５０円 

身体障害者手帳３級・４級の一部、療育手帳Ｂ相当 ２級 ３８,９３０円 

〈支給制限〉 次のいずれかに該当するときは受給できません。 

ア 児童が施設に入所しているとき 

イ 児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき 

ウ 受給資格者（児童と同居する親等）、その配偶者および扶養義務者（児童と同居する 

祖父母、おじおば、収入がある兄弟姉妹等）の前年の所得が次の額以上のとき 

※ 所得とは、収入から必要経費（給与所得控除等）の控除を行った額です。 

扶養親族数 ０人 １人 ２人以上１人増すごとに 

受給資格者（児童の親等） 4,596,000 円 4,976,000 円 380,000 円加算 

配偶者、扶養義務者（児童と

同居する祖父母、おじおば、収

入がある兄弟姉妹等） 

6,287,000 円 6,536,000 円 213,000 円加算 

〈支給方法〉認定された場合、申請のあった月の翌月分から受給資格が発生します。 

4 月（１２～３月分）・８月（４～７月分）・１１月（８～１１月分）に、埼玉県より支払わ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

＜手続に必要なもの＞ 

①  医師の診断書（所定の様式）※ ② 障害者手帳（お持ちの場合）  

③  戸籍謄本（家族全員分）※発効から 1 か月以内のもの 

④  請求者（親）名義の普通預金通帳 ※請求者＝世帯で所得の一番高い方 

⑤ 児童・請求者（親）・請求者の配偶者・扶養義務者（児童と同居する祖父母、おじ

おば、収入がある兄弟姉妹等）のマイナンバーが確認できる書類 

※ 診断書を省略できる場合がありますので事前にご相談ください。 

    診断書は、診断日から 2 か月以内に障害者福祉課へご提出ください。 

○ 特別児童扶養手当 
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次のいずれかに該当する１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの児童（心身に一定

の障害がある場合は２０歳になるまで）を養育している父又は母、若しくは養育者に児童扶養

手当を支給します。 

※ 所得制限があります。 

※ 年金を受給している場合は差額分を支給します。 

〈対象児童〉 

①  父母が婚姻を解消した児童（婚姻には、事実婚を含みます） 

② 父（母）が死亡した児童 

③ 父（母）に一定の障害がある児童 

※ 父（母）が児童扶養手当法施行令別表第２に定める障害の程度に該当している場合 

  ④ 父（母）が裁判所からＤＶ保護命令を受けた児童 

⑤ その他の理由（１年以上遺棄している、拘禁されている等）で父（母）のいない児童 

※ 申請者が父の場合、児童を監護し、かつ生計を同じくしていることが要件となります。 

ただし、次のような場合には支給対象になりません。 

① 申請者や児童が日本国内に住所がないとき 

② 児童が児童福祉施設等（母子生活支援施設・通園施設を除く）に入所しているとき 

③ 里親に委託されているとき 

→ 窓口 こども支援課   TEL ２１－１４６１  FAX ２３－２２３９ 

○ 児童扶養手当 
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 障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受け

た時（初診日）に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合

は「障害厚生年金」が請求できます。希望の方には、日本年金機構のパンフレットをお渡しします。 

● 障害基礎年金（国民年金） 

次の３つの要件の全てに該当する方が受給できます。 

〈受給要件〉 

① 初診日において、国民年金の被保険者であること、又は、６０歳以上６５歳未満の人で

日本国内に住所を有していること 

② 障害認定日の障害の程度が政令で定められている障害等級表の１級・２級に該当してい

ること、又は、障害認定日に該当しなかった人が、その後病状が悪化して該当するよう

になったこと（事後重症による請求は、６５歳の誕生日の前々日までに請求書の提出が必要） 

③ 初診日の前日において、初診日の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間（保

険料を免除された期間を含む）が、その期間の３分の２以上あること（初診日が令和 

１８年３月までは上記の加入期間の直近の１年間に保険料の未納期間がないこと） 

また、２０歳前に初診日があり、障害の程度が障害等級表の１級・２級に該当する方につい

ては、２０歳到達日を障害認定日として障害基礎年金の請求ができます。この場合、年金の受

給権者に一定の額を超える所得があるときは、全額又は半額支給停止となります。 

 ※初診日によって、障害認定日が２０歳到達日以降になることがあります。 

〈年金額〉  

  障害の程度等により異なります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。 

→ 窓口 保険年金課  TEL ２１－１４３４  FAX ２３－００７６  

 

● 障害厚生年金（厚生年金） 

厚生年金の被保険者である間に初診がある場合には、年金事務所が窓口となります。受給要

件については、次の３つの要件の全てに該当する方が受給できます。 

〈受給要件〉 

① 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること 

② 障害の程度が障害認定日に、障害等級表の１級から３級のいずれかに該当していること 

③ 保険料の納付要件を満たしていること（障害基礎年金＜受給要件＞③と同じ） 

〈年金額〉  

障害の程度等により異なります。詳しくは川越年金事務所までお問い合わせください。 

※ 障害年金と同じ趣旨で、障害程度が軽い場合に支給される障害手当金（一時金）もあります。 

→ 窓口 川越年金事務所  川越市脇田本町 8-1 U_PLACE 5 階 

  TEL ０４９－２４２－２６５７  FAX ０４９－２４５－８９１９ 

○ 障害年金 
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障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることで、保護者が死亡又は

重度障害の状態になった時以降、障害のある方に年金を支給する制度です。 

〈対象者〉 次のア～ウのすべての条件を満たしている方で、①～④の障害のある方を扶養し

ている保護者の方。 

ア）市内に住所を有する方  

イ）加入時の年度の４月１日時点の年齢が満６５歳未満の方 

ウ）特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方 

 

① 身体障害者手帳１級・２級・３級をお持ちの方 

② 療育手帳をお持ちの方 

③ 精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方 

④ 精神又は身体に永続的な障害があり、上記と同程度と認められる方（別途診断書が必

要となる場合があります） 

 

〈掛 金〉 加入時の年齢により月額１口 9,300 円～23,300 円（加入口数は２口まで） 

〈支給額〉 １口 月額 20,000 円  ２口 月額 40,000 円 （毎月２５日振込） 

 

 

 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 

＜手続に必要なもの＞ 

① 上記等級内の障害者手帳等（お持ちの場合） ② 印鑑 

③ 住民票（保護者・障害のある方それぞれのもの） 

○ 心身障害者扶養共済制度 
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１０ 税の控除・減免 

 ここで用いる「特別障害者」及び「障害者」とは、次の表のとおりです。 

区  分 障害者 特別障害者 

身体障害者手帳 

右記以外の手帳所持者 

１級・２級 

療育手帳 ○A ・Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

介護保険の要介護・要支援の認

定を受けた６５歳以上の方 (注) 

寝たきり度が B１又は B２、 

あるいは認知度がⅢa 又はⅢb 

寝たきり度が C１又は C２、

あるいは認知度がⅣ又はＭ 

(注) 障害者福祉課から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方に限ります。 

 

 

所得税の納税者が障害者本人の場合や、障害者である親族を扶養している場合は、勤務先・

税務署へ申告すると障害者控除が受けられ、下表の控除額が所得金額から差し引かれます。 

区  分 障害者 特別障害者 同居特別障害者 

本  人 ２７万円 ４０万円  

同一生計配偶者又は扶養親族 ２７万円 ４０万円 ７５万円 

※ その年の１２月３１日の現況によります。 

→ 窓口 東松山税務署  TEL ２２－０９９０ 

《電話での相談が困難な方に対する相談窓口（聴覚障害者用ファクシミリ）》 

  関東信越国税局 電話相談センター  FAX ０４８－８３３－９６８０ 

※ 所得税が給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与担当へご相談ください。 

 

 

市民税・県民税の納税者が障害者本人の場合や、障害者である親族を扶養している場合は、

市役所課税課へ申告すると障害者控除が受けられ、下表の控除額が所得金額から差し引かれま

す。（所得税の確定申告をした方は、課税課への申告は不要です） 

区  分 障害者 特別障害者 同居特別障害者 

本  人 ２６万円 ３０万円  

同一生計配偶者又は扶養親族 ２６万円 ３０万円 ５３万円 

※ 課税年度の前年の１２月３１日の現況によります。 

→ 窓口 課税課  TEL ２１－１４３８ FAX ２３－２２３８ 

○ 市民税・県民税の障害者控除 

○ 所得税の障害者控除 
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障害者の通院、通学等のために使用する自家用自動車で一定の要件を満たすものは、障害者

１人につき１台に限り、自動車税又は軽自動車税の減免を受けることができます。 

減免の対象となる障害の区分と障害の程度は次のとおりです。 

手帳の種類及び障害の区分 障害の程度 

身

体

障

害

者

手

帳 

視 覚 
 １級～３級、４級のうち視力の良い方の 

眼の視力が０.０８～０.１ 

聴 覚  ２級、３級 

平衡機能  ３級 

音声機能又は言語機能  ３級（喉頭が摘出された場合に限る） 

上 肢 ※ 主に手や腕 １級、２級 

下 肢 ※ 主に足  １級～６級 

体 幹  １級～３級、５級 

乳幼児期以前の非進行性 

脳病変による運動機能 

上肢 １級、２級 

移動 １級～６級 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう

又は直腸、小腸の機能 
 １級、３級 

肝臓機能 １級～３級 

ヒト免疫不全ウィルスによる 

免疫機能 
 １級～３級 

療育手帳 ○A 、Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級かつ精神通院医療を受けている方 

※ 障害名が「半身不随」の場合や複数の障害がある場合は、障害の区分ごとの級により判

定します。 

 

自動車税 

 申請方法等の詳細については、県税事務所へお問い合わせください。 

  → 窓口 東松山県税事務所（東松山市六軒町５－１） 

ＴＥＬ ２３－８９０８  ＦＡＸ ２３－７９２１ 

○ 自動車税の減免 
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軽自動車税 

課税課で手続をしてください（毎年手続が必要です）。 

※ 納期限前７日までに申請がない場合は、その年の減免は受けられません。 

※ 減免の対象は、障害者１人につき１台のみのため、自動車税の減免を受けた場合は

軽自動車税の減免を受けることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 窓口 課税課  TEL ２１－１４３８  FAX ２３－２２３８ 

その他 

 環境性能割（自動車税・軽自動車税）の減免については、自動車税事務所へお問い合わ

せください。 

→ 窓口  自動車税事務所 熊谷支所（熊谷市御稜威ヶ原７０１－５） 

TEL ０４８－５３２—８０１１ FAX ０４８－５３０－１０１１ 

 

 

相続人が８５歳未満の障害者であるときは、その障害者が８５歳に達するまでの年数１年に

つき１０万円（特別障害者のときは２０万円）が障害者控除として相続税額から差し引かれます。 

→ 窓口 東松山税務署  TEL ２２－０９９０ 

《電話での相談が困難な方に対する相談窓口（聴覚障害者用ファクシミリ）》 

関東信越国税局 電話相談センター  FAX ０４８－８３３－９６８０  

○ 相続税の障害者控除 

＜手続に必要なもの＞ 

① 減免対象となる車両を運転する方の運転免許証、免許情報記録個人番号カー

ド 

※免許情報記録個人番号カードの場合は、下記 2 点が確認できるものを提示

または提出してください。 

ⅰ免許情報記録の番号 ⅱ運転免許の年月日及び免許情報記録の有効期限 

② 軽自動車税納税通知書   

③ 自動車検査証、軽自動車届出済証 又は 標識交付証明書の写し  

④ 障害者手帳   ⑤ 自立支援医療受給者証（精神障害の場合のみ） 

⑥ 申請者の身分証明書 

⑦ 常時介護誓約書（以下２点の両方に該当する方のみ） 

ⅰ障害者のみで構成される世帯で障害者が納税義務者 

ⅱ常時介護者が運転者 
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特定障害者（特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方）の方の生活費などに充てる

ために、特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合には「障害者非課税

信託申告書」を信託会社の営業所等を通じて税務署長に提出することにより、6,000 万円（特

別障害者以外の方は 3,000 万円）までの金額については非課税になります。 

→ 窓口 税務署・信託銀行等 

 

 

ストマ用装具に係る費用の医療費控除  

ストマケアに係る治療上、適切なストマ用装具を消耗品として使用することが必要不可

欠であると医師が認め、「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合については、当該スト

マ用装具に係る費用は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の

対象となります。 

おむつに係る費用の医療費控除  

概ね 6 か月以上寝たきり状態にある方の使用しているおむつに係る費用について、医師

がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合に発行する「おむつ使用証明

書」により、医療費控除の対象となります。 

また、介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けており、一定の基準を満たしてい

る方については、高齢介護課が交付する「おむつ代の医療費控除証明書」を「おむつ使用証

明書」に代えることができます。 

→  医療費控除に関する窓口  東松山税務署 TEL ２２－０９９０ 

《電話での相談が困難な方に対する相談窓口（聴覚障害者用ファクシミリ）》 

関東信越国税局 電話相談センター  FAX ０４８－８３３－９６８０  

→  おむつ代の医療費控除証明書に関する窓口  

     高齢介護課  TEL ２１－１４６０  FAX ２２－７７３１ 

 

 

両眼の視力が 0.06 以下の視覚障害のある方が、あんま・マッサージ・はり・きゅう・その

他医業に類する事業を個人で営む場合、事業税が非課税となります。 

→ 窓口 東松山県税事務所  TEL ２３－８９０８ FAX ２３－７９２１ 

○ ストマ用装具・おむつに係る費用の医療費控除 

○ 贈与税の非課税 

○ 個人事業税の非課税 



69 
 

 

 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、障害年金を受給してい

る方などが受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を

受けることができます。利用するには、最初に預け入れ等をする日までに、金融機関の窓口な

どに書類を提示して確認を受ける必要があります。 

→ 窓口 金融機関等 

○ 少額貯蓄の利子等の非課税（障害者等のマル優） 
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１１ 情報支援・情報保障 

 

 

聴覚又は音声・言語機能障害のある方が、各種の手続や相談等がスムーズにできるよう手話

通訳者を派遣します。 

※ 申請書は、東松山市ホームページからダウンロードすることもできます。 

→ 窓口〈派遣対象者登録〉障害者福祉課 TEL ２１－１４５２ FAX ２４－６０６６ 

〈派遣申込み〉総合福祉エリア総合相談窓口 TEL ２１－５５７０ FAX ２５－３３０８ 

 

 

 聴覚又は音声・言語機能障害のある方のコミュニケーションを支援するため、要約筆記者を

派遣します。 

→窓口〈派遣対象者登録〉障害者福祉課  TEL ２１－１４５２   FAX ２４－６０６６ 

〈派遣申込み〉   埼玉聴覚障害者情報センター   TEL ０４８—８１４—３３５３ 

     FAX ０４８－８１４－３３５４ 

 

 

聴覚障害者の日常生活・社会生活上の問題について相談に応じています。 

→ 窓口 埼玉県聴覚障害者情報センター 

さいたま市浦和区北浦和 5－6－5  浦和合同庁舎別館２階 

TEL ０４８－８１４－３３５３  FAX ０４８－８１４－３３５５ 

 

 

家庭にファクシミリを設置している下記対象者へ、ファクシミリを利用するための電話利用

料の一部を補助します。 

〈対象者〉 聴覚又は音声・言語機能障害の身体障害者手帳２・３級をお持ちの方 

〈補助額〉 ファクシミリを利用するための電話利用料に対して月８５０円を限度に補助しま

す。（世帯内対象者が３人以上の場合は、月９００円を限度に補助します。） 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 

○ 要約筆記者の派遣 

○ 手話通訳者の派遣 

○ ファクシミリ利用料の補助 

○ 聴覚障害者相談員 
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視覚障害者に対し点字広報・市議会だより、声の広報・市議会だより（デイジー版）を発行

しています。広報ひがしまつやまは原則毎月１日、市議会だよりは年 4 回（5 月、８月、11

月、2 月）発行されます。 

 → 窓口 〈申込み〉  障害者福祉課  TEL ２１－１４５２   FAX ２４－６０６６ 

 〈内容〉広報広聴課 TEL ２１－１４１０   FAX ２２－５５１６（広報ひがしまつやま） 

     議会事務局 TEL ２１—１４１８  FAX ２５—３６６０（市議会だより） 

 

 

東松山市立図書館では視覚障害者のための対面朗読サービスを実施しています。 

希望によりボランティアが対面朗読を行います。利用条件など、詳しくは市立図書館までお

問い合わせください。 

→窓口 東松山市立図書館 東松山市本町 2-11-20 TEL２２－０３２４ FAX２２－００６４ 

 

 

 東松山市立図書館では、重度身体障害者のために図書・雑誌・朗読テープ・ＣＤ・ＤＶＤな

どの配送を行っています。利用条件など、詳しくは市立図書館までお問い合わせください。 

→窓口 東松山市立図書館 東松山市本町 2-11-20 TEL２２－０３２４ FAX２２－００６４ 

 

 

 比企広域消防本部では、聴覚や発話の障害等により音声通話が困難である方が、携帯電話や

スマートフォンのインターネット機能を通して、簡単な画面操作で１１９番通報を行えるシス

テムを導入しています。詳しくは比企広域消防本部までお問い合わせください。 

〈対象者〉 比企広域消防本部が管轄する地域（東松山市、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、 

      ときがわ町、東秩父村）に在住又は在勤若しくは在学の方で、聴覚、音声・言語 

      機能又はそしゃく機能の障害等により音声通話が困難である方 

〈手続〉 所定の申請書に必要事項を記入し、障害者福祉課又は比企広域消防本部へ提出して

ください。後日、登録メールアドレスに仮登録メールが届きますので、案内に従

い登録を完了させてください。 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

〈問合せ〉比企広域消防本部警防課  東松山市大字上野本１３００－１  

TEL ２３－２２６６   FAX ２２－３９０５ 

E-mail keibo119@hiki-saitama.jp 

○ 対面朗読サービス 

○ 家庭配本サービス 

○ ＮＥＴ１１９緊急通報システム 

○ 点字・声の広報・市議会だより（デイジー版）の発行 
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比企広域１市６町では、電子図書館サービス「比企ｅライブラリ」を導入しています。電子

図書館は、パソコン、スマートフォン、タブレットからインターネットを通じて電子書籍を借

りることができるサービスです。読み上げ機能のついた本も多数あります。詳しくは下記ウェ

ブサイト又は市立図書館までお問い合せください。 

〈対象者〉 東松山市在住で図書館利用券をお持ちの方 

〈手続〉 図書館利用券及び住所が確認できる証明書（マイナンバーカード、障害者手帳等）

をお持ちの上、市立図書館、高坂図書館で申込みください。申込後、電子図書館

のＩＤと仮パスワードを発行します。「比企広域電子図書館 比企ｅライブラリ」

のサイトにアクセスし、ログイン後、ご自身でパスワードを変更してください（半

角英数字記号６文字以上２０文字以下）。 

 

→窓口 東松山市立図書館 東松山市本町 2-11-20  TEL２２－０３２４ FAX２２－００６４ 

（比企広域電子図書館 比企ｅライブラリ サイト） 

https://web.d-library.jp/hiki/ 

 

 

 

障害のある方、障害のある方を支援する方などのコミュニケーションを支援するアプリがあ

ります。スマートフォンやタブレットで文字やイラストを指し示すことにより、情報や意思を

伝えることができます。アプリは無料（通信料は除く）で利用できるものがたくさんあります。 

＜アプリでできること＞ ・イラストでコミュニケーションをとることができます。 

            ・「はい」「いいえ」「わかりません」やよく使う項目を登録して  

相手に伝えることができます。 

（コミュニケーション支援アプリを紹介しているサイト（参考）） 

 東京都障害者 IT 地域支援センター 

             アンドロイド携帯用         iPhone、iPad 用 

○ 比企広域電子図書館（比企ｅライブラリ） 

○ コミュニケーション支援アプリ 
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１２ 住宅等の支援 

 

 

重度身体障害者（下肢、体幹機能障害１級、２級の方）の日常生活における利便を図るため、

居室・便所・浴室等居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、改造にかかる経費の  

３分の２を補助します。（ただし２４万円を限度とします） 

 〈補助対象外となる場合〉 

  ・居宅の新築、増築及び改築 

  ・介護保険の給付対象となる住宅改修 

  ・日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修 

  ・補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が 100,500 円を 

   超える場合 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

 

 

世帯員のいずれかが下記の障害をお持ちの世帯を対象に、一般の方に比べ当選する確率が高

くなる制度があります（住宅の種類により対象者は異なります）。住宅の入居を希望する方は、

１月、４月、７月、１０月の定期募集で申込みをしてください。申込み締め切り後に抽選を行

い、当選者を決定します。詳細は下記へお問い合わせください。 

  〈対象者〉 ・身体障害者手帳１級・２級・３級・４級をお持ちの方 

        ・療育手帳○Ａ・Ａ・Ｂをお持ちの方 

        ・精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方 

  

→ 窓口  埼玉県住宅供給公社 熊谷支所 

   TEL ０４８－５２４－７９６３  FAX ０４８－５２４－９７６９ 

 

 

 県営住宅の入居者で、一定の基準を満たす低所得世帯については、申請により家賃が減額さ

れる場合があります。詳細は下記へお問い合わせください。 

 

 → 窓口 埼玉県住宅供給公社 熊谷支所 

   TEL ０４８－５２４－７９６３  FAX ０４８－５２４－９７６９ 

○ 重度障害者居宅改善整備費補助 

○ 県営住宅の抽選における特別措置 

○ 県営住宅の家賃減額 
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１３ 就労支援 

 

働きたいが仕事が見つからない・どんな仕事があるのか分からない・職場で自分の気持ちを

うまく伝えられないなど、就労に関わる相談に応じます。また、ジョブコーチを派遣するなど、

就労後の支援も含めた総合的な就労支援を行っています。 

〈支援内容〉 

① 職業相談 

支援対象者やその家族、事業主などからの就労全般に関する相談に応じています。 

② 就労準備支援 

利用者の適性などを把握し、就労意欲や職業能力を高めるなど、就職に向けた支援を行

っています。 

③ 職場開拓 

公共職業安定所（ハローワーク）への同行や独自の職場開拓などにより、利用者の求職

活動を支援しています。 

④ 職場実習支援 

利用者が職場に慣れるために職場実習を行うとともに、事業主の利用者に対する理解を

求め、職場環境の調整を行うなどの支援を行っています。 

⑤ 職場定着支援 

仕事に関することでの不安や悩みを解消するための相談支援を行っています。また、定

期的又は随時に事業所を訪問し、利用者、家族、事業主などに対し、必要な助言や調整

を行っています。 

 

なお、東松山市障害者就労支援センターでは、就労移行支援事業、就労定着支援事業、自

立訓練（生活訓練）との一体的な運営を図っています。 

 

→ 窓口 東松山市障害者就労支援センター 

 東松山市小松原町１７－１９   TEL ２４－５６５８  FAX ２４－５６５８ 

     ※新規のご相談は、電話で予約をしてください。 

 

 

○ 障害者就労支援センター 
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● 国立職業リハビリテーションセンター 

〈利用手続〉  

身体障害・高次脳機能障害・難病のある方で国立障害者リハビリテーションセンター（以下「国

リハ」という）の利用を必要とする場合は、国リハ入所の手続をしていただきます。国リハ入所

後に、国立職業リハビリテーションセンター入所のための職業評価を受けることになります。 

また、通所が可能な方は、居住地を管轄するハローワークを通して、手続を行います（通所が

可能な知的障害者の方は居住地又は学校を管轄するハローワークを通して手続を行います）。 

→ 窓口 国立障害者リハビリテーションセンター  

     総合相談課 TEL ０４－２９９５－３１００ FAX ０４－２９９５－３１０２ 

     国立職業リハビリテーションセンター 

     職業評価課 TEL ０４－２９９５－１７１２ FAX ０４－２９９５－１２７７ 

 

● 障害者職業能力開発校 

〈対 象〉 障害者で職業的自立を目指す方（１日６～８時間の訓練を、継続して受けられる方） 

〈訓練科目〉就業支援、職域開発、調理・清掃サービス、オフィスワーク、ビジネスアプリ開発、

ビジネス総合事務、グラフィック DTP、ものづくり技術、建築 CAD、製パン、実

務作業、OA 実務 

〈期 間〉 ３か月～１年 

〈費 用〉 授業料は無料。作業服代等は本人負担となります。 

→ 窓口 東京障害者職業能力開発校    小平市小川西町２－３４－１ 

TEL ０４２－３４１－１４１１  FAX ０４２－３４１－１４５１ 

〈入校応募手続〉  ハローワーク東松山 TEL ２２－０２４０   FAX ２３－６２７２ 

 

● 職場適応訓練 

実際の職場で訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施す

るものです。訓練の対象者には雇用保険の失業等給付が支給、事業主には委託料が支給されます。 

〈訓練期間〉 ６か月以内（重度の方は１年以内） 

→ 窓口 ハローワーク東松山  TEL ２２－０２４０  FAX ２３－６２７２ 

○ 職業訓練等 



 76

 

● 公共職業安定所 

専門の係が置かれ、障害者の就労等について求人・求職から就職後のアフターケアまで一貫

したサービスを行っています。障害者に限定した求人のほか、一般の求人に応募いただくことも

可能です。公共職業安定所では、個別にその方にあった求人の開拓や、面接に同行する等、きめ

細やかなサービスを行っています。 

→窓口 ハローワーク東松山 東松山市上野本 1088-4 TEL 22-0240 FAX 23-6272 

● 地域障害者職業センター 

障害者に対して就職のための相談・職業に関する能力の判定や、障害者と雇用する事業主に

対して、採用・配置・職場管理の相談、作業設備及び補助具の改善について助言、雇用及び適職

に関する情報の提供等を行っています。 

→ 窓口 埼玉障害者職業センター  さいたま市桜区下大久保１３６－１   

TEL ０４８－８５４－３２２２  FAX ０４８－８５４－３２６０ 

 

 

就労継続支援事業所又は就労移行支援事業所で就労訓練を行い、一般就労（雇用契約の期間が無

期又は 6 か月以上であって、1 週間当たりの労働時間が平均して 20 時間以上）が決まった方の就

労を応援するため、次の支援金を交付します。 

【就労準備支援金】  

〈内 容〉  就労継続支援事業所又は就労移行支援事業所から一般就労先が内定した方に対

し、就労するための準備支援金を交付します（生活保護世帯の方は同様の支援制

度があるため対象外）。 

 〈補助額〉 上限５万円 

 ※ 就労準備支援金申請書の提出期間は、一般就労について内定したことの通知があった日から

９０日以内です。 

【住宅確保支援金】 

〈内 容〉  就労継続支援事業所又は就労移行支援事業所から一般就労先が決まってアパー

ト等で一人暮らしを始める方に対し、安定して住居を確保し、就労を継続できる

環境を整えるための支援金を交付します（生活保護世帯の方は同様の支援制度が

あるため対象外）。 

※ 住宅確保支援金申請書の提出期間は、一般就労の日から１年以内です。 

 〈補助額〉 上限１０万円 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 職業紹介 

○ 就労継続支援事業補助金（チャレンジアップ応援制度） 
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１８歳以上の身体障害者の方が自動車運転免許を取得する場合、次のア、イ、ウのすべてに

あてはまる方は、厚生労働省から委託された「身体障害者運転能力開発訓練センター」で所定

の教習料金が無料（検定料等は自己負担）となります。 

ア． 公共職業安定所に求職登録してある方 

イ． 公安委員会の運転適性検査に合格した方 

ウ． 身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方 

→ 窓口 身体障害者運転能力開発訓練センター あずまえん自動車教習所 

      新座市堀ノ内 2－1－46      http://www.azumaen.or.jp 

TEL ０４８－４８１－２７１１  FAX ０４８－４８１－６５７８ 

 

障害者手帳をお持ちの方が就労等に伴い、運転免許を取得する場合、運転免許取得にかかる

経費の一部を予算の範囲内で補助します。自動車教習所の入校手続前に相談・申請をお願いし

ます。（入校予定日の２０日前までに申請をする必要があります） 

※ 入校手続後の申請は受け付けられません。また、申請年度の３月までに運転免許を取得す

る必要があります。 

※ 予算の上限に達した場合、年度の途中でも受付が終了になる場合があります。 

〈対象者〉 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

及び難病患者等 （所得等の制限あり） 

〈補助額〉 運転免許取得にかかる経費の３分の２（限度額１２万円） 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

 

障害者手帳をお持ちの方が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車のハンドル、ブレー

キ、アクセルなどを改造する場合、費用の一部を予算の範囲内で補助します。契約手続前に相

談・申請をお願いします。（改造実施予定日の２０日前までに申請をする必要があります） 

※ 契約後の申請は受け付けられません。また、申請年度の３月までに改造による支払いが完

了している必要があります。 

※ 予算の上限に達した場合、年度の途中でも受付が終了になる場合があります。 

〈対象者〉 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

及び難病患者等 （所得等の制限あり） 

〈補助額〉 改造費用（限度額１０万円） 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 自動車運転免許の無料教習 

○ 自動車運転免許取得費の補助 

○ 自動車改造費の補助 
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１４ 地域等の相談窓口 

 

● 民生委員・児童委員 

地域住民の身近な相談相手として、また、行政など関係機関とのつなぎ役として、地

域福祉の増進に努めています。関係機関と連携し、障害のある方の相談支援を行います。

お住まいの地域の担当民生委員については、お問い合わせください。 

→ 窓口 社会福祉課  TEL ２１－１４０８  FAX ２４－６０６６ 

 

● 地域福祉コーディネーター 

 各市民活動センターに配置しています。身近な場所で、福祉に関する困りごとや相談

を受け、必要に応じて専門機関へつなぎます。お住まいの地域の地域福祉コーディネー

ターについては、お問い合わせください。 

→ 窓口 東松山市社会福祉協議会 東松山市松本町 1－7－8 市民福祉センター 

        TEL ２３－１２５１  FAX ２３－８８９８ 

 

 

● 身体障害者相談員 

   同じ障害者の立場から、障害者の問題についての相談に応じ、助言を行っています。 

氏 名 電 話 氏 名 電 話 

堀 一夫 0493-24-2367 杉浦 宏 0493-22-9969 

  

● 知的障害者相談員 

知的障害者本人やその保護者からの相談に応じ、助言を行っています。 

氏 名 電 話 氏 名 電 話 

細谷 泰子 0493-25-1250 小栁 玉枝 0493-23-3377 

 

 

消費者トラブルの解消を図るために東松山市消費生活センターを設置しています。 

消費者契約上の問題や商品に対する苦情等について、消費生活相談員による相談を行って

います。※ 電話又は対面による相談となります。 

→ 窓口 東松山市消費生活センター（人権市民相談課） 

       受付時間  １０：００～１５：３０（年末年始・土日祝日を除く） 

       TEL  ２１－１４１４  FAX  ２５－０１６０ 

○ 地域の相談窓口 

○ 障害者相談員 

○ 消費者トラブルに関する相談窓口 
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● 埼玉県難病相談支援センター 

埼玉県では２か所に難病相談支援センターを設けています。 

① 医療に関する相談など 

難病相談支援員が難病患者やその家族の相談に応じています。面接相談は、予約

が必要です。 

→ 窓口 国立病院機構東埼玉病院  蓮田市黒浜４１４７ 

TEL ０４８－７６８－３３５１  FAX ０４８－７６８－２３０５ 

② 生活相談・就労相談など 

ピアサポーター（難病患者やその家族など）が患者会の紹介、日常生活の相談や

ピア・カウンセリング等を行っています。面接相談は、予約が必要です。 

→ 窓口 一般社団法人埼玉県障害難病団体協議会 

さいたま市浦和区大原３－１０－１埼玉県聴覚障害者交流センター内 

TEL＆FAX ０４８－８３１－８００５ 

 

● 埼玉県医療的ケア児等支援センター 

埼玉県では、医療的ケア児等とそのご家族が心身の状況に応じた適切な支援を受けら

れるよう、相談窓口を設置しています。「どこに相談してよいかわからない」「先々の子

育てが不安」「ケアの方法を知りたい」「保育所や学校に行きたい」「活用できる制度など

を知りたい」等の相談を受けます。 

→ 窓口 地域センターたいよう 

熊谷市津田１８５５－１ 福祉医療センター太陽の園 内 

時間   ９：００～１７：００（土日・祝日を除く） 

TEL ３９－１１１４  E-mail ty-soudan@seifu-kai.or.jp 

 

● 障害者歯科相談医 

障害者等の歯科保健相談に応じ、口腔衛生指導管理や可能な範囲の歯科治療、予防措置

等を行います。また、必要に応じて専門歯科診療所への紹介及び専門歯科診療所からの受

け入れを行っています。 

→ 窓口 埼玉県 HP 障害者歯科相談医名簿（東松山市・小川町・ときがわ町・川

島町・吉見町）をご覧ください。 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/dental/meibo１０.html 

○ その他の相談窓口 
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１５ 災害時の支援 

 

 

災害時に自力で避難することが難しい在宅の障害者や高齢者などの避難行動要支援者が、速

やかに避難支援を受けられるようにするための制度です。 

要支援者に同意を得て「避難行動要支援者名簿」を作成し、関係機関に配付しています。 

 また、具体的な避難支援の内容（緊急連絡先、避難支援者、避難場所、避難時の配慮事項、

かかりつけ医など）を記載した「個別避難計画」を作成します。 

〈対象者〉次のいずれかに該当する在宅の方 

①  身体障害者手帳１級、２級をお持ちの方 

    （１８歳未満及び上肢・内部障害のみで該当する方を除く） 

②  療育手帳○Ａ・Ａ・Ｂをお持ちの方（１８歳未満を除く） 

③  精神障害者保健福祉手帳１級、２級をお持ちの方（１８歳未満を除く） 

④  要介護認定３～５を受けている方 

※ 上記に該当しない場合でも、災害時に自力避難が困難な場合は申請により登録できます。 

〈名簿の配付先〉 

自治会（自主防災組織）・民生委員・警察・消防などの関係機関 

〈手続〉 

「名簿提供同意書」と「個別避難計画作成調書」に必要事項を記入し、社会福祉課へ提出し

てください。 

※ 関係機関が行う避難支援は、可能な範囲で行うもので、必ず避難支援が受けられることを

保証したり、法的な義務および責任を負うものではありません。 

 

→ 窓口 社会福祉課  TEL ２１－１４５５  FAX ２４－６０６６ 

 

 

埼玉県の災害時ランニング備蓄事業では、避難所で約３日間生活される場合を想定したスト

マ用装具の備蓄を行っていますが、避難所で配布の準備が整うまでは、災害発生から４～５日

程度かかります。緊急時の交通や通信手段の遮断等不測の事態も考慮に入れ、緊急時のストマ

用装具について各個人でもすぐに持ち出せるよう予め準備をお願いします。 

 

→ 窓口 障害者福祉課  TEL ２１－１４５２  FAX ２４－６０６６ 

○ 災害時のストマ用装具備蓄 

○ 避難行動要支援者避難支援制度 



 ①

１ 特別児童扶養手当の障害程度認定基準 
 

  

 

 

 

 

 

 １級 

 ① 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 

 ② 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 

 ③ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80 

 度以下かつI／２視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 

 ④ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下

のもの 

 ⑤ 両耳の聴力レベルが 100デシベル以上のもの 

 ⑥ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

 ⑦ 両上肢のすべての指を欠くもの 

 ⑧ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

 ⑨ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

 ⑩ 両下肢を足関節以上で欠くもの 

 ⑪ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する 

  もの 

 ⑫ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 

  と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

 ⑬ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

 ⑭ 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同 

  程度以上と認められる程度のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２級 

① 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの 

 ② 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 

 ③ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80  

度以下かつI／２視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 

 ④ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の

もの 

⑤ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 

 ⑥ 平衡機能に著しい障害を有するもの 

 ⑦ そしゃくの機能を欠くもの 

 ⑧ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

 ⑨ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

 ⑩ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 

 ⑪ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

 ⑫ 一上肢の全ての指を欠くもの 

 ⑬ 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

 ⑭ 両下肢の全ての指を欠くもの 

 ⑮ 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 

 ⑯ 一下肢を足関節以上で欠くもの 

 ⑰ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

 ⑱ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 

  と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著し 

  い制限を加えることを必要とする程度のもの 

 ※ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定 

   します。 

   手帳と特別児童扶養手当の等級の違いについて 
     手帳の等級及び程度と特別児童扶養手当の等級は、直接関係ありませんが、次のように手当を受けられるかどうかの

目安となります。※障害の状態によっては、この表のとおりにならない場合もあります。 

  特別児童扶養手当の等級  身体障害者手帳の等級  療育手帳の程度  

  １級に相当するもの   １級、２級 ○Ａ  Ａ 

  ２級に相当するもの   ３級、４級の一部     Ｂ 

 

参考資料 



② 

２ 知的障害者の等級（埼玉県療育手帳制度要綱 第 3条など） 

等級 障害の状態 

Ⓐ 

(最重度) 

Ａ(重度)のうち、次のいずれかに該当する程度のもの 

(1) 知能指数がおおむね２０以下に該当する程度のもの 

(2) 知能指数がおおむね３５以下で、次に掲げる身体障害が合併しているも 

の 

 ア 視覚障害（両眼の視力の和が 0.03 又は 0.04） 

 イ 聴覚障害（聴力レベル 100 デシベル以上） 

ウ 両上肢機能障害（次の２つ以上が要介助） 

① 食事 ②洗面 ③排泄の処理 ④衣服の着脱 

エ 両下肢機能障害（次の１つ以上が要介助） 

① 階段の昇降 ②室内の歩行 

オ 体幹機能障害（次の２つ以上が要介助） 

① 座位の保持 ②起立保持 ③立ち上り 

Ａ 

(重度) 

(1)  知能指数がおおむね３５以下で、次のいずれかに該当する程度のもの 

ア 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に介助を必要と

し、社会生活への適応が著しく困難であるもの 

イ 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他常時注意と指

導を必要とする行動が認められるもの 

(2)  知能指数がおおむね５０以下で、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）に基づく障害等級が１級、２級又は３級に相当するもの 

Ｂ 

(中度) 

知能指数がおおむね５０以下であって、食事、着脱衣、排便、洗面等日常生 

活における基本的動作に一部介助を必要とし、社会生活への適応が困 

難である程度のもの 

Ｃ 

(軽度) 

知能指数がおおむね７０以下であって、社会生活への適応に適切な援助 

が必要である程度のもの 

 

３ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級 

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第 6条） 

障害等級 精神障害の状態 

１級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２級 
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい

制限を加えることを必要とする程度のもの 

３級 
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生

活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 

 



③ 

４ マイナンバーの確認と本人確認について 

マイナンバーの記入にあたっては、番号確認と本人確認（なりすまし防止）が必要になります。 

 マイナンバーの確認 ＋ 本人確認  

(1) マイナンバーカードは一枚で本人確認もできます。 

(2) マイナンバーカードが無い場合には、通知カード 又は マイナンバー入りの住民票でマイ

ナンバーの確認、運転免許証等で本人確認をする必要があります。 

※ 本人が児童の場合、保護者のマイナンバーの記載が必要になる場合があります。 

 

■顔写真付き本人確認書類の例 

（うち 1点が必要 ＊公的機関発行のものに限る） 

・ 運転免許証または運転経歴証明書 

・ 旅券（パスポート） 

・ 身体障害者手帳 

・ 精神障害者保健福祉手帳（写真貼付に限る） 

・ 療育手帳 など 

 

 

■顔写真なし本人確認書類の例（うち 2点が必要） 

・ 保険情報を確認できるもの（マイナ保険証、資格確認書など） 

・ 年金手帳 

・ 児童扶養手当証書 

・ 介護保険証 

・ 年金証書 など 

 

※ 郵送の場合はそれぞれの書類のコピーが必要になります。 

 

 

 

 

 

 

※ 法律の改正により、通知カードは令和 2 年 5 月 25 日（月）に廃止されました。廃止後は、通知カ

ードに記載されている氏名や住所等が最新の事項と一致していない場合は、マイナンバーを確認す

る書類としては使用できません。 



詳しくは窓口（掲載ページ参照）にお問い合わせください。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級 4級 5級 6級

所得税・市民税・県民税の
障害者控除 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 65 区分によって控除額が異なる

自動車税の減免 ● ● ● △ △ ● ● ● △ △ △ △ 66 △障害の程度による

タクシー運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 37 運賃の10%割引

鉄道運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 41 割引率５割、第１種は介護者にも適用

バス運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 42 割引率５割(定期券は3割)

国内航空運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 42 満12歳以上が対象、介護者にも適用

有料道路の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 43
割引率５割。第1種の方は介護者にも適用、第
2種は本人の運転時のみ適用

ＮＨＫ放送受信料の免除（全額） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 45 △非課税世帯

ＮＨＫ放送受信料の免除（半額） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 45
△世帯主かつ契約者が障害者手帳をお持ちの
方。また、障害程度による。

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・携帯電話料金の割引 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 46 会社により条件や割引サービスが異なる

ＮＴＴ無料番号案内 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ 47 △障害種別に限る

郵便等による不在者投票 △ △ 47 △障害程度及び障害部位に限る

補装具費の支給 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 12

日常生活用具の給付・貸与 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 13

重度障害者居宅改善整備費補助 △ △ ● 73 △上肢を除く

県営住宅の抽選における特別措置 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 73

自動車運転免許取得費の補助 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 77 就労目的に限る

自動車改造費の補助 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 77 就労目的に限る

自動車燃料購入費助成 ● ● ● ● ● 35 福祉タクシー利用料金助成との併用不可

福祉タクシー利用料金助成 ● ● ● ● ● 36 自動車燃料費購入助成との併用不可

埼玉県思いやり駐車場制度 ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ △ △ 39

生活サポート事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 32

手話通訳者の派遣 ● ● ● ● ● 70

ファクシミリ利用料等の補助 ● ● 70

避難行動要支援者避難支援制度 ● ● △ △ △ △ ● △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ 80
△災害時に自力避難が困難な場合は申請によ
り登録可能

重度心身障害者(児)医療費の助成 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 48 △年齢制限、所得制限あり

自立支援医療費(更生医療)の支給 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 52
18歳以上の方が対象、△障害程度及び障害部
位に限る

自立支援医療費(育成医療)の支給 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 52
18歳未満の方が対象、△障害程度及び障害部
位に限る

自立支援医療費(精神通院)の支給 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 53 △障害程度に限る

在宅重度心身障害者手当 △ △ △ △ △ ● 58
△年齢制限、受給者が非課税、施設入所等な
し

特別障害者手当 △ △ △ △ △ ● 59 20歳以上、所得制限あり、△障害程度による

障害児福祉手当 △ △ △ △ △ ● 60 20歳未満、所得制限あり、△障害程度による

特別児童扶養手当 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 61 △参考資料１を参照、所得制限あり

児童扶養手当 ● ● ● ● ● ● 62 申請等はこども支援課へ

心身障害者扶養共済制度 △ △ △ △ △ △ △ △ 64 県内居住の65歳未満の保護者

難病患者見舞金 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 58 特定の受給者証を所持している方

行
動
拡
大

手
当

④

※障害年金については、P63を参照。
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肢体不自由
（上肢・下肢・体幹）

聴覚・平衡機能障害

掲
載
ペ
ー

ジ

身体障害者手帳

就
労
支
援

●概ね該当　　　△条件付きで該当※この一覧表はあくまでも目安です。5　障害程度別該当制度一覧　[1]

備　　　考

所
得
制
限

                                    障害種別

      制　度

視覚障害者



●概ね該当　　　△条件付きで該当

詳しくは窓口（掲載ページ参照）にお問い合わせください。

3級 4級 1級 2級 3級 4級 Ａ Ａ B Ｃ 1級 2級 3級

所得税・市民税・県民税の
障害者控除 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 65 区分によって控除額が異なる

自動車税の減免 △ ● ● ● ● ● △ 66 △障害の程度による

タクシー運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 37 運賃の10%割引

鉄道運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 41 割引率５割、第１種は介護者にも適用

バス運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 42 割引率５割(定期券は3割)

国内航空運賃の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 42 満12歳以上が対象、介護者にも適用

有料道路の割引 ● ● ● ● ● ● ● ● 43
割引率５割。第1種の方は介護者にも適用、第2
種は本人の運転時のみ適用

ＮＨＫ放送受信料の免除（全額） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 45 △非課税世帯

ＮＨＫ放送受信料の免除（半額） △ △ △ △ △ 45
△世帯主かつ契約者が障害者手帳をお持ちの
方。また、障害程度による。

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・携帯電話料金の割引 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 46 会社により条件や割引サービスが異なる

ＮＴＴ無料番号案内 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 47 △障害種別に限る

郵便等による不在者投票 △ △ △ 47 △障害程度及び障害部位に限る

補装具費の支給 △ △ ● 12

日常生活用具の給付・貸与 △ △ △ △ △ △ △ △ ● 13

重度障害者居宅改善整備費補助 ● 73

県営住宅の抽選における特別措置 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 73

自動車運転免許取得費の補助 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 77 就労目的に限る

自動車改造費の補助 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 77 就労目的に限る

福祉タクシー利用料金助成 ● ● ● ● ● 35 自動車燃料購入費助成との併用不可

自動車燃料購入費助成 ● ● ● ● ● 36 福祉タクシー利用料金助成との併用不可

埼玉県思いやり駐車場制度 ● ● ● ● ● ● ● 38

生活サポート事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31

手話通訳者の派遣 ● ● 67

ファクシミリ利用料等の補助 ● 70

避難行動要支援者避難支援制度 △ △ ● ● △ △ ● ● ● △ ● ● △ 80
△災害時に自力避難が困難な場合は申請により
登録可能

重度心身障害者(児)医療費の助成 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 48 △年齢制限、所得制限あり

自立支援医療費(更生医療)の支給 △ △ △ △ △ △ 52
18歳以上の方が対象、△障害程度及び障害部位
に限る

自立支援医療費(育成医療)の支給 △ △ △ △ △ △ 52
18歳未満の方が対象、△障害程度及び障害部位
に限る

自立支援医療費(精神通院)の支給 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 53 △障害程度に限る

在宅重度心身障害者手当 △ △ △ △ 　 △ ● 58 △年齢制限、受給者が非課税、施設入所等なし

特別障害者手当 △ △ △ △ ● 59 20歳以上、所得制限あり、△障害程度による

障害児福祉手当 △ △ △ △ ● 60 20歳未満、所得制限あり、△障害程度による

特別児童扶養手当 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 61 △参考資料１を参照、所得制限あり

児童扶養手当 ● △ △ △ ● 62 申請等はこども支援課へ

心身障害者扶養共済制度 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 64 県内居住の65歳未満の保護者

難病患者見舞金 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 58 特定の受給者証を所持している方

※障害年金については、P63を参照。

障害程度別該当制度一覧　[2] ※この一覧表はあくまでも目安です。
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療育手帳                                    障害種別
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 平衡機能 障害

2. 視力の良い方の眼の視力が0.04か
つ他方の眼の視力が手動弁以下の
もの

3.

4. 両眼開放視認点数が70点以下かっ
両眼中心視野視認点数が20点以下
のもの

2. 視力の良い方の眼の視力が0.08か
つ他方の眼の視力が手動弁以下の
もの

3. 周辺視野角度の総和が左右眼それ
ぞれ80度以下かつ両眼中心視野角
度が五六度以下のもの

4. 両眼開放視認点数が70点以下かつ
両眼中心視野視認点数が40点以下
のもの

1.

2. 周辺視野角度の総和が左右眼それ
ぞれ80度以下のもの

3. 両眼開放視認点数が70点以下のも
の

3. 両眼中心視野角度が56度以下のも
の

4. 両眼開放視認点数が70点を超えか
つ100点以下のもの

5. 両眼中心視野視認点数が40点以下
のもの

異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。

級別

２級

平衡機能の著しい障害

両耳の聴力レベルが90ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以上のもの
（耳介に接しなければ大声語を理解し得な
いもの）

音声機能、言語機能又
はそしゃく機能の著しい
障害

音声機能、言語機能又
はそしゃく機能障害

平衡機能の極めて著し
い障害

周辺視野角度（Ⅰ／四視標による。
以下同じ。）の総和が左右眼それぞ
れ80度以下かつ両眼中心視野角度
（Ⅰ／二視標による。以下同じ。）が
28度以下のもの

５級

両耳の聴力レベルが80ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以上のも
の（耳介に接しなけ れば話声語を理解
し得ないもの）

1.

３級

2. 両耳による普通話声最良の語音明瞭
度が50ﾊﾟｰｾﾝﾄ以下のもの

6　身体障害者障害程度等級表　（身体障害者福祉法施行規則別表第５号より）

視力の良い方の眼の視力が0.08以
上0.1以下のもの（三級の二に該当
するものを除く。）

視力の良い方の眼の視力が0.04以
上0.07以下のもの（二級の二に該当
するものを除く。）

※緑色で表示されている部分は第１種、表示されていない部分は第２種を表します。

視力の良い方の眼の視力（万国式試視
力表によって測ったものをいい、屈折異
常のある者については、矯正視力にっ
いて測ったものをいう。以下同じ。）が
0.01以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.02以
上0.03以下のもの

1. 両耳の聴力レベルがそれぞれ100ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以
上のもの（両耳全ろう）

視覚障害
聴覚又は平衡機能障害

聴覚障害

音声機能、言語機能又
はそしゃく機能の喪失

４級

１級

1.

⑥

視力の良い方の眼の視力が0.2かつ
他方の眼の視力が0.02以下のもの

1.

2. 両眼による視野の2分の1以上が欠
けているもの

備考

視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6
以下かつ他方の眼の視力が0.02以下
のもの

６級

両耳の聴力レベルが70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以上のも
の（40ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上の距離で発声され
た会話語を理解し得ないもの）

1.

2. 一側耳の聴力レベルが90ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以上、
他側耳の聴力レベルか50ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以上
のもの

７級

同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられてい
るものは該当等級とする。

1.

2.



上 肢 機 能 移 動 機 能

1. 両上肢の機能を全廃したもの 1. 両下肢の機能を全廃したもの
2. 両上肢を手関節以上で欠くもの

1. 両上肢の機能の著しい障害 1. 両下肢の機能の著しい障害
2. 両上肢のすべての指を欠くもの
3. 一上肢を上腕の２分の１以上で欠くもの
4. 一上肢の機能を全廃したもの

3. 一上肢の機能の著しい障害 3.
4. 一上肢のすべての指を欠くもの

1. 両上肢のおや指を欠くもの
2. 両上肢のおや指の機能を全廃したもの

4. 一下肢の機能の著しい障害

1. 両上肢のおや指の機能の著しい障害 1.

2.

3. 一上肢のおや指を欠くもの 3.
4. 一上肢のおや指の機能を全廃したもの

6.

1. 一上肢のおや指の機能の著しい障害 1.

2.

1. 一上肢の機能の軽度の障害 1.

2. 一下肢の機能の軽度の障害
3.

3. 一上肢の手指の機能の軽度の障害

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

上肢に不随意運
動・失調等を有す
るもの

下肢に不随意運
動・失調等を有す
るもの

一下肢のすべての指を欠くも
の

※緑色で表示されている部分は第１種、表示されていない部分は第２種を表します。

体　　　幹
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

級別
上　　　　　　肢

　肢　　　　体　　　　不　　　　自　　　　由

下　　　　　肢

１級
両下肢を大腿の２分の１以上
で欠くもの

体幹の機能障害によ
り坐っていることがで
きないもの

不随意運動・失調
等により上肢を使
用する日常生活動
作がほとんど不可
能なもの

不随意運動・失調
等により歩行が不
可能なもの

2.

２級

体幹の機能障害によ
り歩行が困難なもの

不随意運動・失調
等により上肢を使
用する日常生活動
作が著しく制限さ
れるもの

不随意運動・失調
等により歩行が家
庭内での日常生活
活動に制限される
もの

体幹の機能障害に
より立ち上がること
が困難なもの

2. 両下肢を下腿の２分の１以上
で欠くもの

一下肢の股関節又は膝関節
の機能の著しい障害

一下肢の足関節の機能を全
廃したもの

一下肢の健側に比して５ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ以上又は健側の長さの
１５分の１以上短いもの

体幹の機能障害に
より坐位又は起立
位を保つことが困
難なもの

1. 不随意運動・失調
等により上肢を使
用する日常生活動
作が極度に制限さ
れるもの2.

不随意運動・失調
等により歩行が極
度に制限されるも
の

1. 両下肢をショパー関節以上で
欠くもの

2. 一下肢を大腿の２分の１以上
で欠くもの

一下肢の機能を全廃したもの

6. 一下肢が健側に比して１０ｾﾝ
ﾁﾒｰﾄﾙ以上又は健側の長さ
の１０分の１以上短いもの

不随意運動・失調
等により社会での
日常生活活動が著
しく制限されるもの

不随意運動・失調
等による上肢の機
能障害により社会
での日常生活活動
が著しく制限される
もの

一下肢の股関節又は膝関節
の機能を全廃したもの

5.

両下肢のすべての指を欠くも
の

両下肢のすべての指の機能
を全廃したもの

1.

2.

一下肢を下腿の２分の１以上
で欠くもの

⑦

上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって測定したものを
いう。

肢体不自由においては、７級に該当する障害が二以上重複する場合は、６級とする。

「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。

「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。

３級

４級

５級

1. 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くも
の

3. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の
うち、いずれか一関節の機能を全廃した
もの

2. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能
を全廃したもの

4.
3.

ひとさし指を含めて一上肢の二指の機
能の著しい障害

ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠く
もの

2.

3. ひとさし指を含めて一上肢に二指の機
能を全廃したもの

一上肢のおや指及びひとさし指を欠くも
の

5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能
を全廃したもの

おや指又はひとさし指を含めて一上肢
の三指を欠くもの

5. 一上肢のすべての指の機能を全廃した
もの

おや指又はひとさし指を含めて一上肢
の三指の機能の著しい障害

一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の
うち、いずれか一関節の機能の著しい
障害

6.

おや指又はひとさし指を含めて一上肢
の四指の機能の著しい障害

一上肢のおや指及びひとさし指の機能
の著しい障害

2.

5.

7. おや指又はひとさし指を含めて一上肢
の三指の機能を全廃したもの

8.

一上肢のなか指、くすり指及び小指の
機能を全廃したもの

６級

７級

2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の
うち、いずれか一関節の機能の軽度の
障害

4.

体幹の機能の著しい
障害

備考

下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを測定したものをいう。

不随意運動・失調
等による上肢の機
能障害により社会
での日常生活活動
に支障のあるもの

不随意運動・失調
等により社会での
日常生活活動に支
障のあるもの

同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているもの
は該当等級とする。

異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。

5.

6.

一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠
くもの

一下肢をリスフラン関節以上
で欠くもの

一下肢の足関節の機能の著
しい障害

両下肢のすべての指の機能
の著しい障害

一下肢のすべての指の機能
を全廃したもの

一下肢の股関節、膝関節又
は足関節のうち、いずれか一
関節の機能の軽度の障害

一下肢が健側に比して３ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ以上又は健側の長さの
２０分の１以上短いもの

不随意運動・失調
等による上肢の機
能の劣るもの

不随意運動・失調
等により移動機能
の劣るもの



ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能の障
害により、日常生活
が著しく制限されるも
の（社会での日常生
活活動が著しく制限
されるものを除く。）

ぼうこう又は直腸
の機能の障害に
より社会での日常
生活活動が著しく
制限されるもの

ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能によ
り、社会での日常生
活活動が著しく制限
されるもの

肝臓の機能の障害
により社会での日
常生活活動が著し
く制限されるもの

じん臓の機能の
障害により家庭内
での日常生活活
動が著しく制限さ
れるもの

呼吸器の機能の
障害により家庭内
での日常生活活
動が著しく制限さ
れるもの

小腸の機能の障
害により社会で
の日常生活活動
が著しく制限され
るもの

⑧

備考

1.

2.

同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられている
ものは該当等級とする。

異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。

６級

肝臓の機能の障害
により日常生活活
動が著しく制限され
るもの(社会での日
常生活活動が著し
く制限されるものを
除く。)

肝臓の機能の障害
により日常生活活
動がほとんど不可
能なもの

じん臓の機能の
障害により社会で
の日常生活活動
が著しく制限され
るもの

呼吸器の機能の
障害により社会で
の日常生活活動
が著しく制限され
るもの

２級

心臓の機能の障
害により自己の
身辺の日常生活
活動が極度に制
限されるもの

ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能の障
害により、日常生活
が極度に制限される
もの

４級

５級

３級

ぼうこう又は直腸
の機能の障害に
より家庭内での日
常生活活動が著
しく制限されるも
の

小腸の機能の障
害により家庭内
での日常生活活
動が著しく制限さ
れるもの

肝臓の機能の障害
により日常生活活
動が極度に制限さ
れるもの

心臓の機能の障
害により家庭内で
の日常生活活動
が著しく制限され
るもの

心臓の機能の障
害により社会での
日常生活活動が
著しく制限される
もの

※緑色で表示されている部分は第１種、表示されていない部分は第２種を表します。

１級

じん臓の機能の
障害により自己
の身辺の日常生
活活動が極度に
制限されるもの

呼吸器の機能の
障害により自己の
身辺の日常生活
活動が極度に制
限されるもの

ぼうこう又は直腸
の機能の障害に
より自己の身辺の
日常生活活動が
極度に制限される
もの

ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能の障
害により、日常生活
がほとんど不可能な
もの

級別

心臓機能障害

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、
小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

ぼうこう又は
直腸の機能障害

じん臓機能障害 呼吸器機能障害
ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能障害

肝臓機能障害小腸機能障害

小腸の機能の障
害により自己の
身辺の日常生活
活動が極度に制
限されるもの


